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    午前10時00分   開議   

○議長（中平浩志君）  ただいまから本日の会議を開

きます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    諸般の報告   

○議長（中平浩志君）  この際、諸般の報告をいたし

ます。 

 予算特別委員長から、正副委員長が選任された旨が

報告ありました。委員長に下川原光昭君、副委員長に

上山昭彦君、以上であります。 

 直ちに本日の議事日程に入ります。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    日程第１ 一般質問   

○議長（中平浩志君）  日程第１、一般質問を行いま

す。 

 順次質問を許します。新政会代表、上山昭彦君。 

    〔新政会代表上山昭彦君登壇〕 

○６番（上山昭彦君）  おはようございます。私は、

平成28年２月第５回久慈市議会定例会議にあたり、新

政会を代表して、市政を取り巻く諸課題について、市

長並びに教育長に一般質問を行います。 

 質問に入る前に、東日本大震災発災後、丸５年目を

迎えますが、いまだ2,500名を超える行方不明になら

れておられる多くの皆様に思いをはせるとともに、ご

家族と関係者、そしてまだ不自由な生活を強いられて

いる皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。 

 また一方で、久慈市議会として復興をさらに進める

とともに、この震災を５年目として区切ることなく、

風化させずに、津波の恐ろしさを後世に伝えなければ

なりません。 

 会派を代表して一般質問の機会を与えてくださいま

した新政会の皆様に感謝を申し上げ、通告に従って順

次質問させていただきます。 

 まず 初に、新年度予算についてであります。 

 人口減少と高齢化が進み、自主財源の市税収入が厳
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しい状況の中、平成28年度の予算編成の基本方針と主

な重点施策についてお伺いいたします。 

 次に、暴風雪被害についてであります。 

 ことし１月18日から19日にかけて発生した暴風雪に

より、岸壁などの港湾施設やビニールハウスなどの農

業施設等、多くの被害が見受けられるようでございま

す。今後の対策についてお伺いいたします。 

 次に、消防機材の整備についてであります。 

 東日本大震災の津波で流失した小型動力ポンプをい

まだに未整備の状況にある消防団がございます。早期

に整備の必要性を検討しなければならないと思います

が、考えをお伺いいたします。 

 次に、デマンドタクシーについてであります。 

 予約制で行われているデマンドタクシーの試験的運

行は、宇部地区において３月31日をもって終了となり

ますが、現在の実証運行事業の状況と今後の取り組み

についてお伺いいたします。 

 次に、マイナンバー制度についてであります。 

 情報漏えいや市民への周知等、心配されるままに運

用が開始され２カ月が経過しましたが、その後、課題

とマイナンバーカードの発行状況についてお伺いいた

します。 

 次に、女性が輝くまちの実現についてであります。 

 女性が輝くまちとして久慈市のイメージアップを図

るため、市内の行事等において着物の着用を呼びかけ、

着物を着る機会をふやす活動に取り組む考えがないか、

お伺いいたします。 

 次に、移住定住促進についてであります。 

 久慈市総合計画基本構想の施策の大綱・基礎戦略の

中に、地域の魅力発信による移住定住の促進を掲げて

おりますが、移住定住促進事業費補助金の具体的な周

知方法と、久慈市空き家情報登録制度「空き家バン

ク」の見直し内容についてお伺いいたします。 

 次に、広域道の駅整備についてであります。 

 現在、市内でも各所で工事が行われ、早期の全線完

成が期待されている三陸沿岸道路開通を見通して、久

慈広域行政研究会において各分野から調査を進めてい

る広域道の駅について、現状での研究の進捗状況と久

慈市内へ整備することへの考え方についてお伺いいた

します。 

 次に、縁結び支援事業についてであります。 

 出愛いと地元愛の育みプロジェクトで、結婚支援イ

ベント補助や縁結び支援員による結婚相談及び出会い

の機会創出に取り組んでいるところでございますが、

縁結び支援員の活動状況と相談者の登録状況について

お伺いいたします。 

 次に、介護職員の養成についてであります。 

 昨年12月の定例会議において、人材育成が重要であ

り、前向きに取り組むとのご答弁をいただいておりま

す。介護職員の不足解消について研究段階と推察いた

しますが、現在の取り組みの進捗状況についてお伺い

いたします。 

 次に、防犯灯・街灯のＬＥＤ化についてであります。 

 政府により、照明機器の省エネを求める方針が示さ

れましたが、当市の防犯灯及び街灯のＬＥＤ化への転

換をどのように考えているか、お伺いいたします。 

 次に、農業委員の選任についてであります。 

 農業委員会等に関する法律の改正により、本年４月

１日から議会の同意が必要な市長の選任制へ変わる農

業委員でありますが、選出方法と選任に当たっての選

考基準についてお伺いいたします。 

 次に、鳥獣被害についてであります。 

 鳥獣により、大切に育ててきた農作物が一夜にして

食い荒らされてしまう被害の現状をどのように捉えて

いるのか、また防止策をどのように考えているのか、

お伺いいたします。 

 次に、産業振興について、２点、お伺いいたします。 

 １点目として、北海道新幹線開業の影響についてで

あります。 

 北海道新幹線が３月26日に開業することは、地下水

族科学館もぐらんぴあの再開や「あまちゃん」関連な

ど、多くの市内観光施設への誘客要因として期待され

ますが、当市観光への影響と対策についてお伺いいた

します。 

 ２点目は、第２期中心市街地活性化基本計画につい

てであります。 

 久慈駅前整備事業において建設される複合拠点施設

に移転する図書館は、これまでの市民が等しく知識と

情報を得るためのセンターとしての図書館機能に加え、

人的交流をメーンとする新たな久慈市の拠点としなけ

ればならないと思われますが、その運営について考え

をお伺いいたします。 

 次に、土木行政についても、２点、お伺いいたしま

す。 
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 １点目は、国道45号についてであります。 

 国道45号宇部町地内の４号橋拡幅については、以前、

地権者の理解が得られず、設計変更の必要があるとの

答弁をいただきましたが、その後の進捗状況について

お伺いいたします。 

 ２点目として、市道整備についてでありますが、二

つに分けてお聞きいたします。 

 一つ目として、市道認定について、要件を満たせば

市道として認定になるわけですが、市道認定要件に満

たないその他の生活道の整備方法を考える必要性につ

いてお伺いいたします。 

 二つ目として、市道三日町線仲小路地内の歩道ので

こぼこ段差は、歩行者等の通行に大きな支障となって

おりますが、早急な補修についての考えをお伺いいた

します。 

 次に、教育行政について、３点、お伺いいたします。 

 １点目として、総合運動公園基本構想についてであ

ります。 

 教育委員会で大変ご足労いただき、総合的に判断し

決定、その後、第１候補地として選定いただいており

ます市内上長内の南田地区に総合運動公園を整備する

に当たり、基本計画策定に要する期間と、山林等の運

動公園用地の造成手順及び 初に建設される野球場の

使用開始時期についてお伺いいたします。 

 ２点目として、線刻阿弥陀三尊鏡像出土についてで

あります。 

 昨年末に、当市旭町地内、久慈市総合福祉センター

隣接地の昼場沢遺跡発掘調査において出土しました線

刻阿弥陀三尊鏡像は、瑞花双鳳八稜鏡として平安時代

後期のものと見られており、その後、発掘形態や発掘

地域から、古代史の重要な史料と思われます。文化的

価値とその活用についてお伺いいたします。 

 ３点目として、学校維持補修についてであります。 

 校舎の適切な維持管理は、子供たちの健康を考える

上で、衛生的で快適な学校生活を送るためにも重要な

課題と思われます。トイレ改修工事計画についてお伺

いいたします。 

 以上でありますが、降壇するに当たり、これまでお

世話になりました中森建設部長、大森山形総合支所長

を始め、今年度をもちまして退職なされる職員の皆様

へは、長年のご苦労と、特にも震災関連業務への迅速

な対応に感謝を申し上げ、新政会を代表し、登壇して

の私からの質問を終わります。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  新政会代表、上山昭彦議員の

ご質問にお答えをいたします。 

 初に、新年度予算についてお答えをいたします。 

 まず、基本方針についてでありますが、現状の財政

運営を継続した場合、数年後には財政調整基金、市債

管理基金が枯渇するおそれがあるという財政見通しを

踏まえ、中長期的に市財政の健全化を維持するため、

限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努めるとと

もに、新しい総合計画基本構想に基づき、各種事業を

盛り込んだところであります。 

 次に、主な重点施策についてでありますが、雇用、

経済対策や人口減少、少子化対策に重点を置き、予算

配分を行ったところであり、主な新規事業といたしま

しては、子育て支援の充実のための放課後児童クラブ

施設整備事業や認定こども園等の施設整備事業費補助、

出産・育児を支援するお産・育児支援事業、雇用拡大

を図るための久慈地域雇用創造協議会負担金、企業立

地のための高度人材育成事業費補助金、中心市街地全

体のにぎわいを創出するための久慈駅前整備等事業な

どを優先し、計上したところであります。 

 次に、暴風雪被害についてお答えをいたします。 

 今後の対策についてでありますが、まず農業用施設

の被害につきましては、ビニールハウス４棟、被害額

は167万3,000円となっております。被害のあった施設

は農業共済制度を活用して復旧されることとなってお

りますが、今後におきましても、災害対策として農業

共済制度の有効性について周知を図ってまいります。 

 次に、市管理の漁港被害につきましては、小袖漁港

の沖防波堤ほか33カ所の被災箇所があり、その被害額

は約14億7,900万円と見込んでいるところであります。

小袖漁港北防波堤の上部工及び川津内漁港臨港道路に

つきましては、災害査定前の応急仮工事を認めていた

だき、早急に進めることとしているところであります。 

 また、国への災害復旧申請を伴うその他の箇所につ

きましては、４月中旬からの災害査定に向け事務を取

り進め、早期復旧に努めてまいります。 

 次に、水産関係施設につきましては、共同倉庫や各

地区仮設施設、養殖施設など合わせて81カ所の被災箇

所があり、その被害額は3,933万円と見込んでいると
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ころであります。このうち、久慈市漁業協同組合が管

理する共同利用施設等の復旧費用に対して支援を行っ

てまいります。 

 後に、県管理の港湾の被害でありますが、波浪に

より久慈港諏訪下地区で岸壁の一部が被災したところ

であり、現在、応急復旧工事の実施に向けて、国や関

係機関、港湾利用者等との協議・調整を行い、施工の

準備を進めていると、県北広域振興局から伺っており

ます。 

 港湾につきましては、湾口防波堤工事の進捗ととも

に港内の静穏度が向上し、被害の軽減につながります

ことから、国に対して、着実な整備促進が図られるよ

う、引き続き要望してまいります。 

 次に、消防機材の整備についてお答えをいたします。 

 市では、消防団へ消防ポンプ車や小型動力ポンプ付

積載車等を配備し、火災発生の際はこれらの機材で対

応しており、現在、配備している消防機材において、

十分な対応がなされていると考えております。 

 津波で流出した小型動力消防ポンプは、地域での防

火活動の啓発等に利用されていた機材であると伺って

おりますが、その配備の必要性について、消防団、婦

人消防協力隊からご意見をお聞きしながら、必要な消

防機材については今後とも配備に努めてまいります。 

 次に、デマンドタクシーについてお答えをいたしま

す。 

 昨年８月１日から実証運行を実施しております宇部

地区デマンドタクシーの月ごとの利用状況であります

が、８月が７人、９月が17人、10月が24人、11月が８

人、12月以降は利用者がいない状況となっております。 

 今後の取り組みでありますが、年度内に実証の運行

区域を対象としたアンケート調査などを行い、市全体

の公共交通の枠組みの中で、それぞれ地域の実情に合

った公共交通のあり方について検討してまいります。 

 次に、マイナンバー制度についてお答えをいたしま

す。 

 まず、運用開始から２カ月たった現在の課題につい

てでありますが、制度の周知につきましては、通知

カードの配付及びマイナンバーカードの交付開始によ

り、一定の理解が図られたものと認識しております。

今後も、引き続き、丁寧な説明に努めてまいります。 

 また、運用面におきましても、情報漏えいなどが起

こらない安全な運用に向け、個人情報保護及び情報セ

キュリティーの対策を強化してまいります。 

 次に、マイナンバーカードの発行状況についてであ

りますが、平成28年２月末現在、当市におきましては

2,028人から発行申請があったと、地方公共団体情報

システム機構から報告があったところであります。そ

のうち、市において交付準備が整い、受け取り案内通

知を発した方は723人、うち受け取り済みは394人とな

っております。 

 次に、女性が輝くまちの実現についてお答えをいた

します。 

 市におきましては、女性が輝く社会の実現のため、

平成26年３月に第２次久慈市男女共同参画計画を策定

し、職場、家庭や地域といったそれぞれの場において、

一人ひとりの女性がそれぞれ個性を持って輝ける社会

の実現に向けた取り組みを進めているところでありま

す。 

 ご提言のありました着物の着用の呼びかけにつきま

しては、着物は日本が世界に誇れる伝統文化であると

考えておりますが、個人個人の考え方も異なりますこ

とから、まずは市民を含む民間レベルでの機運の醸成

や取り組みが肝要であると考えております。 

 次に、移住定住促進についてお答えをいたします。 

 移住定住促進事業費補助金につきましては、首都圏

等の移住・定住イベントでの周知のほか、パンフレッ

トの配布、さらにはホームページ「Ｋターン」などを

通じて周知に努めているところであります。 

 空き家バンクにつきましては、現在、市内全域を対

象に、空き家バンクに登録可能な一戸建て空き家の情

報収集と物件の改修費用を積算する調査を実施してお

り、今後、調査結果を活用し、登録物件の充実を図っ

てまいります。 

 次に、広域道の駅整備についてお答えをいたします。 

 広域道の駅整備につきましては、久慈広域４市町村

長の合意により、道の駅の共同設置に係る勉強会にお

いて研究を進めているところであり、現在、国土交通

省の震災復興官民連携支援事業を活用し、広域道の駅

整備可能性調査を実施しているところであります。 

 本調査では、既存の道の駅等類似施設の現況調査や

管内事業者への参入意向調査、民間活力の導入可能性

調査などを行っているところであり、この調査結果を

踏まえ、久慈広域行政研究会において、施設整備の方

向性の協議を行っていく考えであります。 
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 この広域道の駅は、三陸沿岸道路の利用者をただ通

過させるのではなく、必ず立ち寄っていただける拠点

施設、さらには久慈圏域により多くの観光客を引き込

むためになくてはならない施設であると考えておりま

すことから、今後におきましても、近隣都市との距離

や交流人口の状況などを踏まえた有効な場所の選定を

はじめとして、広域での整備・連携方策につきまして、

引き続き検討を進めてまいります。 

 次に、縁結び支援事業についてお答えをいたします。 

 現在、11名の縁結び支援員が登録しており、毎月１

回程度の支援員会議や研修会を開催し、結婚支援のた

めの基礎的な知識の習得や、支援員としての活動に関

する能力の向上を図っているところであります。 

 また、今月27日に久慈商工会議所青年部が開催する

恋活コミュニケーションセミナーにおいて、縁結び支

援員による個別相談コーナーを設置するなど、イベン

トへの協力を行っていくこととしております。 

 現在の相談者の登録状況でありますが、これまでに

26人の結婚希望者から相談を受けており、そのうち６

人から支援申込書の提出を受けているところでありま

す。 

 なお、登録者の男女双方の条件が合えば、お見合い

の場を設定したいと考えております。 

 今後におきましても、縁結び支援員との連携を図り

ながら、結婚を希望する市民への支援に取り組んでま

いります。 

 次に、介護職員の養成についてお答えをいたします。 

 介護職員の養成につきましては、市内では、岩手県

立久慈東高等学校介護福祉系列において、介護職員初

任者研修課程を２学年在学時に修了すると伺っており

ます。 

 また、職業訓練法人久慈職業訓練協会において、求

職者に対する資格取得のため、同様の介護職員初任者

研修を実施していると伺っているところであります。 

 さらに、岩手県においても、介護事業者が職員の初

任者研修受講に係る費用を負担する場合に、受講料を

補助するなどの取り組みを行い、介護業務に従事する

職員の養成に努めているところであります。 

 しかしながら、全国的な傾向として、賃金が低い、

身体的・精神的な負担が大きいなどの理由から、介護

職を希望する方が減少していると報道されているとこ

ろであります。 

 市といたしましては、職業体験などによる介護職に

対する理解を深めること、潜在資格者の掘り起こしな

ど、効果的な介護職員不足解消について、引き続き研

究してまいります。 

 また、国に対し、市長会等を通じて、引き続き介護

職員処遇改善を含めた抜本的見直しを要望してまいり

ます。 

 次に、防犯灯・街灯のＬＥＤ化についてお答えをい

たします。 

 防犯灯につきましては、現在、老朽化等により故障

した市所有防犯灯をＬＥＤ防犯灯に更新しており、ま

た町内会等所有防犯灯につきましては、申請によりＬ

ＥＤ化に要する費用の４分の３を補助しております。 

 現在、市内の防犯灯3,811灯中、ＬＥＤ化されたも

のは539灯であり、ＬＥＤ化率は14％となっておりま

す。 

 防犯灯のＬＥＤ化につきましては、二酸化炭素の排

出を抑制し、地球温暖化対策として効果的であると考

えますことから、今後、全ての防犯灯のＬＥＤ化に向

けた検討を行ってまいります。 

 また、市道の街路灯につきましても、現在、県の補

助事業を導入し、門前源道線等の工事を進めており、

今後も有利な財源を活用するなど、ＬＥＤ化に努めて

まいります。 

 次に、農業委員の選任についてお答えをいたします。 

 改正農業委員会等に関する法律に基づき、本年４月

１日より新たに市長が農業委員を選任することとなり

ますが、その選出方法といたしましては、同法第９条

第１項の規定に基づき、農業者等による推薦または自

薦により、候補者を公募することとされております。 

 また、選考基準といたしましては、同法第８条によ

り、認定農業者である者が過半数を占めるようにしな

ければならないとされているほか、委員の年齢、性別

に著しい偏りが生じないように配慮し、任命すること

とされております。 

 さらには、農業に関する識見を有する委員について

は、農地等利用の 適化の推進など、農業委員会の所

掌する職務を適切に行うことができる者であり、かつ

農業委員会の所掌事務に利害関係を有しないものとさ

れております。 

 次に、鳥獣被害についてお答えをいたします。 

 全国的に、ニホンジカやイノシシ等による甚大な農
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作物の被害が報告されており、そのエリア拡大に警戒

心を抱いているところでありますが、当市の今年度に

おける鳥獣被害状況といたしましては、２月末現在18

件、約3,000平方メートルであり、主な被害内容はツ

キノワグマによるデントコーンなどの食害となってお

ります。 

 被害対策といたしましては、市単独事業であります

有害鳥獣防除対策事業により、電気柵の設置に係る資

材購入への助成を行っているほか、被害状況に応じて、

久慈市鳥獣被害防止計画に基づき、鳥獣被害対策実施

隊による捕獲を実施しているところであります。 

 今後におきましても、農家への情報提供や注意喚起

を行うとともに、久慈地方猟友会など関係団体と連携

を図りながら、被害情報の収集と迅速な対応による被

害防止に取り組んでまいります。 

 次に、産業振興についてお答えをいたします。 

 まず、北海道新幹線開業の影響についてであります

が、今月26日の新青森癩新函館北斗間開業により、本

年の観光分野におけるトレンドは北海道を中心とした

展開が予想されるところであり、当地域への北海道か

らの観光客増加が見込まれる一方、関東圏等からの観

光客が北海道へ通過するなどの影響があると予測して

おり、新幹線 寄り駅である八戸駅や二戸駅経由によ

る誘客が喫緊の課題であると認識しております。 

 現在、４月23日にオープン予定の久慈地下水族科学

館もぐらんぴあを絶好の情報発信源と捉え、岩手県観

光客誘致説明会や三陸復興国立公園協会冬期誘客ＰＲ

キャラバン等において、旅行会社への商談会やマスメ

ディアへのＰＲなどに取り組んでいるところであり、

今後におきましては、新たに北海道からの教育旅行の

誘致や外国人観光客等の誘客に向け、北緯40度ナニャ

トヤラ連邦会議などの関係団体との連携による広域的

な魅力ある観光ルートの情報発信、旅行会社のツアー

造成、インバウンド対策などを図るなど、交流人口の

拡大に積極的に取り組んでまいります。 

 次に、第２期中心市街地活性化基本計画についてで

ありますが、久慈駅前に建設する複合施設につきまし

ては、集客力のある図書館をメーン機能とし、地域交

流センター、観光交流センター及び民間店舗機能との

相乗効果により、にぎわい創出の拠点施設として整備

したいと考えております。 

 その運営につきましては、専門的なノウハウやサー

ビス向上、さらには経費縮減の観点から、指定管理者

制度による運営を検討しているところであり、本年度

に実施している民間活力導入可能性調査の結果等を踏

まえ、ＰＦＩ方式による設計から建設、維持管理・運

営までの包括的民活手法の選択も視野に入れながら、

総合的に検討してまいります。 

 後に、土木行政についてお答えをいたします。 

 まず、国道45号宇部４号橋の拡幅についてでありま

すが、三陸国道事務所からは、当該地区については、

歩道整備事業の一環として宇部４号橋の橋梁拡幅も計

画していたが、橋近隣の地権者から了解が得られず用

地を取得できなかったことから、拡幅整備を断念した

経緯があると伺っております。 

 市といたしましては、交通安全上、拡幅整備の必要

があると考えておりますことから、引き続き道路管理

者である三陸国道事務所に要望活動を行ってまいりま

す。 

 次に、市道整備についてでありますが、市道認定要

件に満たないその他の道路の整備については、法定外

公共物であるいわゆる赤線などの道路は、地区住民の

生活にとって欠くことのできない道路であると認識を

しており、今年度から市民協働道路維持補修事業の対

象路線を拡大し、一定の連担戸数のある位置指定道路

や、みなし道路である私道も対象路線に加えたところ

であります。 

 次に、市道三日町線についてでありますが、旧国道

281号の移管に伴い市道編入された道路であり、歩道

部の側溝脇の凹凸等老朽化が進行していることから、

順次更新・補修を図る必要があると認識をいたしてお

ります。 

 当該路線につきましても、他の道路施設と同様に、

更新には多額な費用を要することから、緊急度、老朽

度、財政状況等を勘案して補修を実施し、適切な維持

管理に努めてまいります。 

 以上で、新政会代表、上山昭彦議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  新政会代表、上山昭彦議員

の教育行政についてのご質問にお答えをいたします。 

 初に、総合運動公園基本構想についてお答えをい

たします。 
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 総合運動公園基本構想における 終候補地につきま

しては、ヤマセ等の自然特性、市街地からの交通アク

セス、埋蔵文化財及び農業振興地域等の用地特性や概

算事業費といった項目を総合的に評価し、南田地区を

終候補地に選定したところであります。 

 現段階での今後の計画概要でありますが、平成28年

度から基本計画策定に着手し、都市計画決定を行い、

平成30年度を目途に基本設計を策定、都市計画事業の

認可手続を踏み、現在進行中の総合防災公園事業との

調整を図りながら、平成32年度から実施設計、用地交

渉、造成工事及び野球場建設を順次進める計画であり、

野球場の使用開始までには８年から９年を要するもの

と見込んでおります。 

 次に、昼場沢遺跡から出土した線刻阿弥陀三尊鏡像

についてお答えをいたします。 

 まず、鏡像の文化的価値についてでありますが、鏡

の面に仏像が線で刻まれた鏡像の発見例は県内で２例

目であり、発掘調査による発見例としては県内で初、

また日本 北の鏡像発見例となるものであります。 

 鏡自体も珍しいものでありますが、さらに鏡に仏像

が刻まれていることから、鏡の年代に当たる平安時代

後期には久慈地方に仏教文化が伝わっていたことを示

すものであり、古代の歴史を研究する上で大変貴重な

史料であります。 

 また、鏡像の活用についてでありますが、出土した

鏡像はもろくなっており、劣化の進行を防ぐ必要があ

ることから、今後、専門の機関に保存処理を依頼し、

保存処理が終了した後に一般公開するなどの活用を図

ってまいります。 

 後に、学校維持補修についてお答えをいたします。 

 市内小中学校のトイレ改修工事計画についてであり

ますが、衛生的で快適な学習環境を確保する観点から、

優先的に取り組むべき課題であると認識しており、財

源確保を図りながら、順次改修に取り組んでいるとこ

ろであります。 

 平成28年度においては、水洗化、洋式化及び老朽化

対策として、長内小学校、大川目中学校、宇部中学校

のトイレ改修工事を実施予定であります。 

 以上で、新政会代表、上山昭彦議員に対する私から

の答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を許します。

６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  再質問させていただくに当た

りまして、議場内のスクリーンを使用させていただき

たいので、議長のお取り計らいをお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  スクリーン等準備のため少々

お待ちください。 

 ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  それでは、再質問させていた

だきます。 

 質問させていただく項目の順番は逆からとなります

けれども、16番目の（２）、16番目の（１）、14番目

の（２）と８番目について、時間もあればお聞かせい

ただきたいと思います。 

 それでは、先ほどの項目順にお聞きいたします。 

 まず初めに、質問項目16番目の（２）線刻阿弥陀三

尊鏡像出土についてお伺いいたします。 

 先ほどのご答弁では、大変貴重な史料である、専門

の機関に保存処理を依頼するということでございます。

今回、スクリーンを使用させていただきましたのは、

文化財のプレゼンをしようとするものではなくて、ぜ

ひこの機会に、議員の皆様と市の皆様にも、市内から

発掘された瑞花双鳳八稜鏡を覚えていただきたいと思

いまして、利用させていただきました。データを提供

いただきました教育委員会の千葉課長には、大変感謝

申し上げます。 

 写真について、少しだけ説明いたしますと、線刻阿

弥陀三尊鏡像という言葉と瑞花双鳳八稜鏡という二つ

の名前を使いますけれども、これは同じものを指して

おります。 

 スクリーンの写真、こちらをごらんいただきたいと

思いますけれども、大まかに言いますと、これは鏡の

面、光って映る面であります。ここに、仏像がここに

１体、ここに左右に１体ずつ、合計３体、線刻をされ

ております。このように鏡なんですけれども、とがっ

た山になる部分が八つございます。ぐるっと均等に丸

いわけではなくて、山がございます。これを稜といい

ますけれども、これが八つあるので八稜鏡というんで

すが、そういう青銅製の鏡になります。 

 細かな説明というのはここでは行いませんけども、

瑞花双鳳八稜鏡という大変貴重な、先ほど教育長から

も説明がありましたけれども、大変貴重な史料となり

ます。 

 この写真のように、次に出しますけれども、これが
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裏側、先ほどが表側、こちらが裏側、こちらにも鳳凰

とかがついているので双鳳というふうに表現するんで

すけれども、これが昼場沢遺跡発掘しているときでご

ざいます。昨年の12月の14日に発見されております。

その10日後には、25日に市長のほうから報道公開され

ております。 

 その後、県立博物館では、翌月１月14日から、博物

館で開催の「海に生きた歴史～復興発掘調査が語る一

万年の海との共生～」という催事におきまして、緊急

に展示されております。わざわざ速報として「線刻阿

弥陀三尊鏡像が出土」と、これがチラシなんですけれ

ども、本当に速報ということで、わざわざ県立博物館

のほうでこういうチラシをつくっていただいて、皆さ

んに見学を推奨している、それほどの貴重な史料とな

ります。 

 そこで、お聞きいたしますけれども、瑞花双鳳八稜

鏡は保存処理を行うために外注するということになっ

ているということですが、これはどちらの保存処理の

機関に出されるのでしょうか、お聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  保存処理の依頼先という

ことでございますが、現在考えておりますのは、公益

財団法人の元興寺という文化財研究所にお願いしよう

という考えでおります。奈良県にあるわけですが、そ

れの専門の研究所ということでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  元興寺文化財研究所になると

思います。こちらの元興寺文化財研究所には、当市へ

も何度かお越しいただいております、出土青銅製文化

財の保存処理、それとか出土琥珀の産地同定なども、

そういう研究を行われております上村和直先生が在籍

されております。国宝とか重要文化財の保存処理を数

多く手がけております、高度な技術をお持ちの研究所

になります。 

 このような機関に処理を委託するというのは大変に

安心ではございますが、相応の費用というのが発生す

るのではないかと考えます。その辺の費用は、予算は

本年度の予算でお考えになられるのでしょうか、お聞

かせください。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  保存処理の期間が約１年

ぐらいかかるのではないかなというふうに考えており

ます。その中で、どのぐらい費用がかかるかというこ

とでございますが、見積もり等は頂戴しているわけで

すが、大体40万前後ではないかなというふうなところ

で、私どものほうでもそういった形で見ております。 

 予算については、新年度の予算の中で賄ってまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  １年ぐらいかかるということ

でございました。保存処理する瑞花双鳳八稜鏡は大変

貴重な史料でありまして、保存処理というのが相当心

配されてはいたんですが、40万ぐらいではないかとい

うことで、それほど多くはないかなというイメージで

はあります。直径がこれは９センチぐらいのものなん

ですけれども、どの程度の費用が上積みされるかとい

うのは、その後の保存処理の状況にもよると思います

けれども、その辺の料金が余りかからなければいいな

とは思っております。それほど多額の費用が発生する

ようではないので安心しましたけれども、その後、当

市において長期にわたる保存展示というのを、それに

耐え得るような処理というのを、そういう品質を望む

ものでありますけども、そこで１年ほど保存処理がか

かるんではないかということですが、その間、瑞花双

鳳八稜鏡、こちらの写真のものというのは、市民の皆

様は実物というのを見ることができないわけです。そ

の期間を利用いたしまして、当市の指定文化財として

登録できるように準備を進めていくという、そういう

お考えはございませんでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  議員さんからご紹介があ

ったとおり、非常に貴重な文化財だというふうに認識

をしております。中で、当然、市の指定というのも目

指していかなければならないというふうに思っており

ますし、市だけではなくて県とか国とかそういった部

分についても、これは順を追っていくわけですけれど

も、そういった手続等は踏んでいきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  これから手順を追ってという

ことになるようで、登録していただくようなことでの

お答えだと思っております。ゆくゆくは市の指定のほ
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かに県の指定を受け、できればその次にもっと国の重

要文化財としての指定等も視野に入れたお取り組みを

お願いしたいというのが本音ですが、その辺の国のほ

うへの文化財の指定というのをどういうふうにお考え

でしょうか。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  そうなるような形が一番

いい形だというふうに思っております。その中で専門

の研究者に判断については委ねる部分が多いかと思い

ます。まずは、久慈市の文化財保護調査委員会等に諮

りながら、市の指定、そして次の段階は県については

市のほうからの推薦といいますか、そういったことが

順次行っていくことになりますので、その辺のところ

は内部でも協議いたしますし、委員会のほうにも諮っ

て、そんな方向でできるだけ進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  今後も研究が続くことにより

まして、より重要性を増してくるこの瑞花双鳳八稜鏡

となることを推測いたしますが、久慈市の宝の一つと

して大切にしていただきたいと思います。 

 また、今後の発掘調査でもさらに貴重な資料の発見

も予測されます。十分な予算措置をしていただきまし

て、調査することを期待するものであります。 

 それでは次に、質問項目の16番目の（１）の総合運

動公園基本構想についてでございます。 

 こちら策定期間が28年度から基本計画をということ

で、８年から９年かかるのではないかというお話をい

ただきました。初めに、総合運動公園基本構想の財源

についてでありますけれども、社会資本整備総合交付

金の都市公園整備事業及び合併特例債を想定している

というお話もありました。社会資本整備総合交付金の

都市公園等事業では、見ますとこれ１番目として支援

策の概要というものの中に、商店街等の中心市街地の

活性化に資する公園、緑地の整備について支援を行い

ますと書かれておりますが、例として中心市街地活性

化広場公園整備事業とありますけれども、この文言だ

け見ますと、当市の総合運動公園構想において当ては

まるのかどうか、その支援策の概要のところ、この商

店街等、「等」というとこにうまくクリアできるのか、

お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  議員さんご指摘の社会資

本整備総合交付金、都市計画等事業という部分の解説

を見ますと、まさしくそのような形で記載がされてお

ります。ただ、今回充当といいますか、交付金を活用

と考えておりますのは、社会資本整備総合交付金では

あるんですが、いわゆる今議員さんがおっしゃった通

常枠ではなくて、いわゆる防災安全交付金という分類

の中の都市公園事業を活用しようということでござい

ますので、その中で十分活用できるものだというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  十分活用ができるのではない

かというお話でございます。私より当局の事務方、部

長たちのほうがずっとお詳しいので、その辺による財

源の捻出につきましては、国との交渉を早期にスムー

ズに行えるよう準備を整えておいていただきたいと思

います。 

 そこで、社会資本整備総合交付金の交付率というと

こでありますけれども、施設の整備に要する費用に当

たっては２分の１で、用地の取得の費用というのが３

分の１ということになると思いますが、選定されまし

た南田地区の概算事業費の造成工事には17億4,000万

円というのが見込まれております。これは施設の整備

の２分の１に当たるのか、用地の取得の３分の１に当

たるのか、どちらになりますでしょうか、お聞かせく

ださい。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  補助率につきましては、

議員お話しのとおり、施設については２分の１、用地

については３分の１といういわゆる補助率ということ

になるかと思います。造成費については、施設の２分

の１が該当になるものと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  ２分の１ということで、幾ら

かでも多く補助があるのかなと思いました。造成工事

についてお聞きいたしましたのは、当然のことですけ

れども、建物を整備する前に土地を整備するわけです

けども、基本計画策定前で申しわけないんですが、現

状で考えておられるイメージでも結構なんですけれど
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も、造成工事が 初に設置される野球場部分のみを造

成するのか、全体を造成するのか、その辺の取り組み

はいかが考えていますでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  まず、優先的に整備する

ということでこれまでもお話ししておりますけれども、

野球場についてはまず優先的にやっていきたいという

ふうに考えます。ただ、造成の方法については、私た

ち素人ですとそこだけ造成してまず野球場というふう

に考えるんですが、全体のエリアの造成の盛り土、切

り土あるわけですので、そういったバランスというの

もあるかと思います。それは基本計画の中である程度

計画の中で見積もって計画していかなければならない

と思いますので、有効な方法はその中で考えていかな

ければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  全体のバランスを見て今後考

えるということでございました。総合運動公園基本構

想が南田地区へ選定されましたことは、報道等、当市

のホームページにも掲載されております。今後、南田

地区の総合運動公園の整備に向けて取り組まれていく

わけですが、現在の球場が取り壊されて新しい野球場

ができるまでの期間、その間野球場というのがなくな

るわけですけれども、できるだけ短期間にそれを抑え

てほしいという思いはございます。それを用地買収と

かもこれから行われることになりますが、早期に地域

住民への説明会を行っておく必要があるものでないか

と思いますが、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  地域住民といいますか、

関係者の皆さんに対する説明会ということは当然必要

なってくると思っています。現在は構想段階でござい

ますので、詳細な部分は固まっていないわけですけれ

ども、基本計画の中である程度といいますか、エリア

等については決めていかなければならないというふう

に考えております。その状況を見ながら説明会は設定

していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  状況を見ながらということで

すが、できるだけ早い段階での説明を行ったほうが、

地元住民の理解が得やすく、期間もできるだけ短くな

るような気もしますので、その辺はお考えいただきた

いと思います。 

 12月の定例会議においては、決定までは４年ぐらい

かかるんじゃないかということでお話があったのが、

先ほどが７年、８年、９年というような少し長期にわ

たるような話になっております。これできれば本当に

球場がない期間というのは短くしていただければよろ

しいんですが、その辺のことはもうこれからのことに

なりますので、何とか早期にということをお考えいた

だきながら進めてほしいと思います。 

 それでは次に、質問項目の14番目の（２）の第２期

中心市街地活性化基本計画についてでございます。 

 指定管理制度でＰＦＩも運用も視野に入れるという

ことでございました。久慈駅前整備事業についてアン

ケートを重ねまして、ワークショップも何度となく開

催しております。市民からの多くの意見、ご要望いた

だいているものと思います。その中から市長を初め当

局の皆様が 大公約数という要点をまとめたものが、

現在の第２期中心市街地活性化基本計画ではないかと

思っております。その中心的な施設が駅前総合拠点施

設でありますが、この施設には図書館機能が全移転す

るということになっておりますけれども、図書館だけ

ではなく観光交流センターも配置するとしております。

現在、道の駅くじやませ土風館には、久慈市で整備し

た風の館がございまして、観光交流センターとして一

般社団法人久慈市観光物産協会が久慈市より指定管理

を受けて機能しているわけです。駅前にも観光交流セ

ンターを設置すると、その運営はどのような、ＰＦＩ

もということでございますが、どのような団体が行う

ことを想定しているのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  第２期中心市街地活

性化事業の中での駅前の総合拠点施設、この運営の主

体というふうなことでございますが、これにつきまし

ては現在市長からご答弁申し上げましたとおり、指定

管理者制度による運営、その中でＰＦＩ事業も取り込

めればというふうなところで検討しているというふう

にお答えしているわけですが、その具体の運営主体に

つきましては、今後公募等行いながらということで考

えております。 
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 やませ土風館との風の館とのすみ分けという点につ

きましても、観光交流センターをどういった機能を持

たせていくのかというふうなところとかありますので、

そういった中で今後において検討すると。いずれ公募

していく中でよい提案が出てくれば、そういったとこ

ろを参考にしながら、あるいは今後またさらに市民の

皆様の意見等を聞きながらというふうなことで進めて

まいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ６番上山昭彦君。 

○６番（上山昭彦君）  観光物産協会さんとはすみ分

けということになろうかと思っていますが、公募によ

りましてどのようになるかは、その辺はまだわからな

い状況ではあると思います。そこで、図書館、現在３

万人ほどが図書を借りて利用しているようでございま

す。移転しますと、３万人がそのまま駅前のほうに来

て図書館を利用するということになると思いますので、

その３万人をうまく利用しながら、人的交流等も活発

にしていただくように進めていただければ、大変あり

がたいと思います。 

 そこで、複合施設周辺の駐車場というのをイメージ

図を拝見しますと、駐車スペースというのは50台ぐら

いあるものではないかと思います。その50台、例えば

そこを無料駐車場にしますと、近隣の職場とかに来ら

れた皆様がそのままとめてしまうということも、これ

までの駐車場をつくるときのことを考えれば出てくる

と思います。そういったときに、そこを例えば無料で

はなくて有料として低額でもいいですので、少しでも

料金をとって駐車していただくことで、観光客が来た

ときの駐車スペースとしても利用できるように考える

ことはいかがでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  駅前の拠点施設にか

かわりましての駐車場の運営方法ということでござい

まして、有料化も検討するべきじゃないかというふう

なことでございます。おっしゃるとおり、キャパシテ

ィーといたしましては50台程度というふうに考えてお

ります。今、議員さんおっしゃったとおり、通勤等の

中で一日いっぱい使うということはなかなか想定しが

たいし、これについては通常の運営管理の中で排除で

きるものだというふうに考えておりますが、そうはい

いながらも長時間の利用等もあり得るというふうに思

っておりますので、運営方法につきましてはどういっ

たあり方がいいのかという点につきましても、詰めて

いきたいと思っております。有料化につきましても、

一つの選択肢だというふうには考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  上山議員の一般質問に関連して

質問させていただきます。 

 質問項目の７番、移住定住促進についてでございま

す。 

 移住定住促進事業費補助金の周知ということで、各

種イベントなどで周知をしていくということはよろし

くお願いしたいと思います。空き家バンクの見直しと

いう部分でございますが、現状、宅建協会さんが管理

をされているということですが、管理の状況をお伺い

いたします。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  現在、空き家バンク

自体は宅建協会じゃなくて市が管理しております。今

やっている事業でございますが、空き家の現状調査、

それと移住希望者のニーズ調査ということで、岩手県

の宅建協会の久慈支部に委託して、市内全域の空き家

バンクに登録可能な物件の現状調査をしています。そ

して、改修費用がどれくらいかかるのか、どうすれば

実際にどのくらいの費用で住めるようになるか、そう

いう部分を調査して、そしてあとは移住希望者の住宅

に関するニーズ調査も含めまして、今後空き家バンク

の充実を図っていきたいという内容でございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  大変失礼いたしました。市で管

理されているということでございます。今後、件数が

ふえていくというか、ふやしていく必要があると思う

んですが、そうなった場合の維持管理というものも今

後市のほうで行うんでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  空き家バンク制度の

管理という部分になろうかと思いますが、今後充実さ

せて件数をふやしていく。そうすると、だんだんに例

えば盛岡市のほうですと、不動産や宅建協会等が中心

になって紹介している。やはり商売としても自信を持

って紹介できる物件を載せたいということもあります
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ので、今後そういう管理等につきましても、宅建協会

なんかと協議していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  ありがとうございます。以前に

空き家、定住の方のお話を若干聞いたことがございま

して、やはり見にきた際に草がぼうぼう生えていると

か、雨どいが破損しているとか、そういう部分でのマ

イナスイメージ、そういったものがあろうかと思いま

すので、ぜひその辺も配慮しながら進めていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 ちなみに、日本版ＣＣＲＣ、２月14日の増田さんの

講演の中にもあったかと思うんですけれども、関東圏、

東京圏の高齢者の移住等については、久慈市のほうで

はどういうお考えでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  例えば、八幡平のほ

うでもＣＣＲＣなんかに取り組んでいるという報道等

もなされていますが、これにつきましてはいろいろな

自治体の考えもあろうと思います。現在のところ、久

慈のほうではまだそれに対する取り組み等については

考えていないところでありますが、いろいろな移住策、

それからそういうのも含めまして今後検討していかな

ければならない案件だと考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  ありがとうございます。移住定

住に関しても、そういう形で空き家の活用を含めて検

討していただきたいと、研究していただきたいと思い

ます。 

 続きまして、縁結び支援事業についてお伺いをいた

します。 

 ３月27日に久慈市商工会議所青年部さんで行うセミ

ナーについて、その縁結び支援員の方が参加するとい

うことですが、これについての補助金というものは申

請があったのでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  今月27日に久慈商工

会議所青年部が開催します恋活コミュニケーションセ

ミナーへの補助の件でございますが、これにつきまし

ては補助の申請がございました。これは市として補助

をいたします。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  ありがとうございます。補助し

ていただいて、今後より多くの方が参加して縁結びに

相談されるようになることをお願いをいたします。 

 ちなみに、来年度予算のほうですが、本年度と同額

で計上されているようですが、基本構想の中では地元

愛、出会いということで重点施策になっていると思う

んですけれども、同額の理由を教えてください。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  27年度、２回の補助

を考えて予算要求いたしました。１回目はすんなり決

まったんですが、２回目がなかなか実施主体が決定し

なかったということもございまして、一応来年度２回

分は計上はしておりますが、これにつきましては申請

状況等も踏まえながら、補正での対応も考えてまいり

たいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  ありがとうございます。ほぼ状

況によっては補正もあり得るということですので、あ

りがとうございます。 

 基本構想の中にＰＤＣＡサイクルによる適切な進行

管理を行うということを設定されているようですが、

婚活については何か数値目標的なものはあるのでしょ

うか。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  この婚活についての

目標設定ということでございますが、この事業始まっ

たばかりでございます。まだ結婚したと、結婚に結び

ついたという事例もございません。これにつきまして

は、今後結婚に結びつくように取り組んでまいりたい

と思いますし、これにつきましても今後目標設定をし

ながら取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  ありがとうございます。ぜひ補

助金を出したままということでもなく、ある程度の数

値目標を持ちながら目的を達成するようによろしくお

願いしたいと思います。 

 続きまして、介護職員の不足ということでございま
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すが、現在、久慈東高校でそういう課程があるという

ことでございますが、これについても関係者のお話を

聞きますと、いつまでも東高校の中で養成していける

かどうかわからないというようなお話もありましたの

で、高校に頼ることも連携することも大事だと思うん

ですが、自前で養成できるような、先般報道があった

とおり、洋野町の施設さんのほうでヘルパーの講座が

受講できると、この高校さんと連携するようですので、

そういう部分も市のほうでやるかどうかの検討はして

いるんでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  ヘルパーの市独自の

養成というご質問でございます。これにつきましても、

現在ヘルパーさんを養成する学校等も希望者が減って

いる状況にございます。しかしながら、ヘルパーさん

の養成は喫緊の課題であると認識をしておりますので、

関係する団体等とも協議しながら、周りの市町村との

状況も参考にしながら、これは検討していくべき課題

であろうというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ２番岩城元君。 

○２番（岩城元君）  市内の事業者さんにおいても、

どうしても早期退職の方が多いということも聞いてお

りますし、資格者の不足、資格者がいることによって

の事業者への加算というものも入ってくるようですの

で、ぜひそのヘルパーだけでなく介護福祉士、社会福

祉士、ケアマネ等々、段階的にとっていけるような補

助金なり体制なりをぜひよろしくお願いをしたいと思

います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  それでは、新政会の代表、上山

議員に対する若干質問をさせていただきます。 

 まず 初に、私の提案あるいは質問項目でお願いし

た事項については、非常に積極的な回答をいただいて、

大変感謝をしているところでございます。であります

けれども、若干加えて質問させていただきますので、

ご理解を賜りたいと思います。 

 それでは、まず１の新年度予算にかかわる件でござ

いますが、平成28年度の漁業関連予算について、久慈

市の漁協組合長のほうから平成27年12月16日に議長に

対しても漁業にかかわる問題の懸念していた要望、要

求等にあったわけですが、市長に対してもこの要求、

要望がございましたでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  久慈市漁協からの新

年度予算に関する要望があったかというお尋ねでござ

います。今、日付についてはちょっと手元にございま

せんが、要望は承っております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  要望があったと思います。そこ

で、市長先ほどいろいろ新年度予算にかかわって積極

的な、あまり金のかからないような状況の中で、かか

るのはかかるんですが、その中にも知恵を絞って予算

をつけていただいたようですが、漁業関連の今までも

予算をつけてきたわけですが、何か災害工事以外に何

か思いを持ってこうしたよというのがあれば、一つか

二つ何かあればお伺いをいたします。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  新年度予算の中で、

漁業関連予算の中で思いを持って何か取り組むべきも

のがあるかというお話でございます。この質問書の中

にもありますが、今湾口防波堤の整備が進捗してきて

いる中で、静穏海域が拡大していくというふうなこと

で、やはりつくり育てる漁業が重要だというふうな観

点から、今新たにナマコというものが特産化できない

かというふうなことで、そういった特産化に向けた実

証事業といいますか、そういったところに新たにとい

いますか、これは継続になる部分でもあるんですけれ

ども、本格的に少し進めていきたいなというふうなと

ころがございます。それから、当然つくり育てるとい

う中では、ウニ、アワビという主要な部分についてし

っかりと成り立つように、そこについても助成してい

くというふうなところで予算化をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  ぜひ常にやはり久慈市は漁業の

関係も非常に大切なわけですから、ひとつ継続的に事

に当たっていただきたいなと、このように思っており

ます。 

 次に、暴風雪被害の関係でございますけれども、非

常に現場を見ますと本当漁業関連施設が壊されており
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まして、本当に涙が出るほど大変な状況でございます。

そこで、災害復旧の先ほど答弁いただきましたが、い

ろんなところから補助金を知恵を絞って当局も予算を

捻出しなきゃならない、あるいは関連の県とか国等々

の関係があるわけですが、これはもうだんだんに漁期

を迎えてくるわけですが、ひとつ全部一斉に手をつけ

て工事することも整備することも大切ですが、例えば

侍浜地区であれでどこか１カ所を重点的に早くもう早

期に手をつけて、そこを利用しながら船揚げ場の整備

等をやって、そこから徐々にやっていく手もあろうか

と思いますが、そういったことは何か考えておるんで

すか。一斉でなきゃできないような考え方なんでしょ

うか。ちょっとお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  １月の波浪被害に伴

っての漁港被害、この復旧のあり方ということでござ

いますが、市長からご答弁申し上げましたが、災害査

定前の仮工事を認めていただいたところが小袖と川津

内というふうなことでございまして、これについては

現在も着手しているという、現場はまだなわけですが、

いずれ業務等を行っているというふうな状況でござい

ます。 

 それから、侍浜には各地区ごとに漁港があるわけで、

いずれの漁港もそれなりに大小の被災しているわけな

んですが、特に間もなく磯漁業、春の漁業が始まると

いう漁期を迎える中で、何とかそれに影響が出ないよ

うにというふうなことで、まず前浜につきましてはと

りあえずは横沼漁港、これを活用させていただきなが

ら、何とか漁に影響が出ないようにというふうな、そ

ういった横の連携等もお願いするというふうにも考え

ておりますし、あとはやはりどうしても災害査定を受

けなければならない部分については、そういった手順

を踏まなければならないというところがございます。 

 それから、災害査定の対象とならない比較的小規模

なものについては、既にもうそれぞれの現場を精査し

て業務等を行っているというふうなことで、間もなく

現場工事に着手できる見通しとなっております。 

 いずれにいたしましても、かなり相当に大きい被害

を受けたわけなんですが、漁への影響が 小限にとど

めれるように頑張ってまいりたいというふうに思って

おります。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  ぜひそういうお取り計らいをお

願いをいたします。 

 続きまして、６番になりますが、女性が輝くまちの

実現についてということで、私は本当にこういう場で

こういう提案をするのが非常にちょっと気になった部

分がございますけれども、しかしやっぱり女性が輝く

まちをつくるということは男性も輝くんですよ。した

がって、それから私はここで 初に冒頭で申し上げた

いのは、着物を着なければ女性が輝けないんだという

考え方ではございませんので、洋服でも何でも輝いて

います。私もあちこち歩いて、久慈市の女性はきれい

なんですよ。でありますから、ぜひこれをやっぱりき

れいなところをさらに輝いているような状況をさらに

つくる。 

 個人的ではありますが、私のおふくろもいました。

私のおふくろは明治39年の生まれで、亡くなりました。

いつも見たことはないんですね、たんすの中を。そう

しましたら、随分着物を持っていました。着たことを

見たことない。ほとんどなげました。もったいないん

ですね。結局、着る人がないと。着れるようなものを

とろうとしたんですけど、そういうのはもうあれだと

いうことで、やっぱりたんすの中にしまっている価値

のあるものを着ないでいるのは何かもったいないなと

いう気がしております。 

 そして、岩手国体も今度あるわけですから、それか

らあまちゃんの問題も他局どこかですかね、週に２回

ほど６話ずつ放送するということになったようでござ

いまして、そうしますとやっぱりまた他県からお出で

になる方が多くなるわけです。そのことによって例え

ば訪問着あるいは留袖とか色留袖とか小紋、浴衣とか

振袖なんていうのがあるわけですが、特に小紋あたり

は買って着れということの提案ではございませんが、

あるのを活用してもらえば、普通に着て歩くことはで

きるんじゃないかと。家の者に聞いたら、大変家の者

もひどいことを言いました。というのは、着たいとも

思わないと、活動的でないと、欲しいと思わない、着

物を買う余裕がなかったけども、祝い事には着てみた

かったと、そういう話です。これ全部私の家内も一般

的なことを言っていると思うので、これは他市町村の

方々もそうだと思うんですが、だから私は今着れる人

は活用してもらえば、非常にいいんではないかと。そ
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して、そのことを市のほうにも何かのときにはそうし

ましょうということになれば、何か市もそういう方向

でいるんだなということをみんなで覚えさせたり、遊

び心で着させるような状況をつくれば、何かいい雰囲

気が出るんじゃないかなと、このように思っておりま

す。したがって提案したわけですが、民間のほうから

市長さんは当然そういう形のものについては強制的に

やれということではないわけですので、それはよく理

解していますが、いずれにしてもそういう思いであり

ます。 

 そして、やっぱり久慈は女性を大切にしている、何

となく雰囲気がいいよなと、久慈の男と結婚してもい

いんでないか、お金も女性のために使っているんじゃ

ないか、大切にするなという、そういう思いを抱かせ

ることも非常にこれは久慈市の男の人たちも重要だと

思うんですね。そういう意味で提案をしたわけであり

ますから、ぜひとも何かの機会に社会教育、文化にお

いても教室等があるわけですから、ひとつそういった

ことで、もしきょうは活動的でないような場合につい

ては着物でも着て集まろうかというような、そういう

何かを発していただければいいなという思いがござい

ます。 

 いずれ着物文化は日本の文化、コシノジュンコさん

も言っていました。日本のだけ文化がこういうのはな

いと。したがって、特に着物というのは日本の文化で

はもう外国から来る方々については着てみたい、触っ

てみたい、やってみたいと、いろいろあるそうです。

したがって、コシノジュンコさんがおっしゃっている

ことは、遊び心で着らせることが重要だということだ

と思います。構えないで、きょうは何かあるから着る、

何か、そうじゃなくて、だからコシノジュンコさんも

今洋服系じゃなくて着物系のものをデザインして、そ

してしかも活動的なものをデザインしている傾向にも

あります。 

 したがって、久慈はやはり八戸から入ってきたら、

何となく町を女の方も着物が多いよなというような状

況になるような、そういう雰囲気はやっぱりつくって、

みんなでいこうじゃないかというのが提案でございま

す。そして、おもてなしをしていくこともできる。た

まには市役所の女性方も案内するところは活動的じゃ

なくてもいいところは、たまには着物を着てやると。 

 私は、この間新政会であるところの市町村に行って

きました。市に行ってきました。そしたら、担当課の

お客さんが来るところはみんな並んで手拍子で迎えて

くれる。そして、 後にまた送るときは、議会関係者

だけですかと言ったら、そうじゃないみんなそうだと、

そういう他市町村から来たときはみんな出迎えていま

すよということでございました。あれだけでもすごい

感激して、帰ってきたらあれはそうだったよね、こう

だったよねということで話に残るんです。だから、着

物でも私は久慈市から帰った後、あそこは着物が多い、

そういう話が出るだけでもいいんじゃないかというこ

とで、ぜひとも女性の力をおかりして、久慈市を着物

姿の輝いている女性、きれいだなという印象まで与え

させていくようなことでぜひお願いしたいと思います。 

 あと５分ですが、そこで三日町の舗持装の件ですが、

仲小路三日町線ですが、予算を見てから順番がどうの

こうのと言っていますけれども、そこの仲小路三日町

線は私はあそこに30年、40年いますけれども、 初か

ら平らになっていませんよ。 初からだめなんですよ。

そして、あそこに三角コーンがあるんですが、あの三

角コーンはなぜ今立っているんですか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  三角コーン、三日町の仲小

路の歩道の部分に立っているそうですけども、これが

側溝の上を車が走るということでがたがたとかなりの

音がするという苦情が来て、その部分についてコーン

を立てているというふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  それは聞いているわけですが、

なぜ直せないんですか。なぜ早く三角コーンをとれる

ような状況をつくっていただけないんですか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  議員ご指摘の場所でござい

ますけれども、私も先日見てきました。部分的にはち

ょっと舗装が下がって歩きづらいとこがあるというふ

うに認識しております。これにつきましては、早い段

階で一部ではございますけれども、修理していきたい

と思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  ぜひお願いします。 

 それから、教育長さん、申しわけありませんが、部
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長かな、野球場の関係ですが、七、八年野球場はかか

るということになれば、青少年の野球愛好者に対して

は七、八年全くああいう、今は仮設でもあれですが、

ああいう野球場で野球ができなくなるということなん

ですが、その辺の対応はどのようなお考えなんでしょ

うか。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  今の仮設球場でございます

が、今、東北地方整備局からお借りしてやっているわ

けですが、それについては29年度には撤去してくれと

いうことでお話しいただいております。それについて

は、今、久慈市として整備するという方向性が決まっ

たわけですので、スケジュール等をお示ししながら、

何とかもう少し延ばしていただけるように何とか工夫

していきたいというように考えております。相手があ

ることですが、その辺については何とか青少年の健全

育成のためにもスポーツ振興のためにも野球振興のた

めにも、ご理解いただけるように頑張ってまいりたい

と思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  ぜひそういうようにお願いいた

します。 

 それからもう一つ、スポーツ公園の関係ですが、南

田地区南田地区と言いますけども、市民は南田地区の

どの辺の場所なのかなっていうのは、これ何かあるよ

うです。どの辺の場所を実際想定してることなんです

か。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  南田地区の場所でござい

ますが、事務事業の説明会等でも図面でお示ししてい

るところなんですけれども、大体位置的には、現在の

長内中学校、給食センターあるわけなんですが、それ

の、どちら側っていいますか、北側といいますか、隣

接する場所の山林を含む部分というふうに位置として

は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ５番山田光君。 

○５番（山田光君）  ありがとうございます。いずれ、

とにかく非常にいい構想なわけですから、後でまた無

駄なお金がかからないように、本当にちょっと時間か

かってもちゃんとしたものをつくってもらうようによ

ろしくお願いいたします。 

 まだ、ありますけれども、時間も時間ですので、大

変、私、駄弁を吐きましたけども、この着物の問題に

ついては、ぜひとも何とか輝かせてください。相手に

も良い感じをつくるように、私も１枚ぐらい買ってあ

げてと思ってますけども、ひとつ持ってる方々につい

ては、たんすの中に置かないような状況をつくってい

ただくよう、市にも何とかその機会をつくっていただ

くようお願いを申し上げまして、私の関連質問とさせ

ていただきます。 

○議長（中平浩志君）  ７番泉川博明君。 

○７番（泉川博明君）  上山議員の一般質問に関連し

て何点か質問させていただきます。 

 まず 初に、質問項目の２番、暴風雪被害について

でありますが、当市の被害額が15億2,000万ほどと発

表されております。主に漁港施設被害及び水産関係被

害が大半を占めているようです。東日本大震災の被害

に続き、落胆している漁業者が多いことと予想されま

す。復旧には時間もかかるのではと思うところでござ

いますが、関係機関との連携を密にし、水産業の活性

化に向け、安心安全な操業体制を一日でも早く整えて

やるべきと考えますが、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  今回の暴風雪被害といいま

すか、かなりの大きな被害を受けたわけでございます

が、先ほど市長からもご答弁申し上げましたとおり、

今回、通常であれば災害復旧申請をし、災害査定を受

けてやるということになるわけですけども、今回は、

鈴木代議士さんが水産庁のほうに協議をいたしまして、

水産庁から災害査定前の応急仮復旧を認めますよと、

特別に認めてやりますよということで、今回、認めて

いただきました。それでもって、今回は小袖漁港と、

それから川津内漁港の臨港道路、それらについては、

特別に早く措置できるということにいたしました。 

 それから、市の単独費でございますが、漁協が管理

しております共同施設、これらについては、２分の１

の補助でもって市が負担をするということにしており

ます。それから、共同倉庫とか、そういうのもあるわ

けですけども、それらについては、市の施設、それら

については市の単独費でもって早急に対応するという

ことで、できるだけ、先ほども部長がご答弁申し上げ

ましたが、漁期に間に合うように何とか早急に復旧さ
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せたいという思いで今、進めてるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ７番泉川博明君。 

○７番（泉川博明君）  ありがとうございました。 

 次に、質問項目の３番でございますけれども、消防

機材の整備についてでございます。 

 先ほどの市長のご答弁では、必要性に応じまして関

係消防団と協議して、できるだけ配備してやりたいと

いうようなニュアンスでございましたが、ご存じとは

思いますが、流失した消防団は第９分団第２部でござ

いまして、東日本大震災前は持ち運び式といいますか、

小型の動力ポンプが２台配備されているところであり

ましたが、大津波により残念ながら２台とも流され、

５年経過する今日も配備されてない状況にございます。

遠藤市長は、施政方針演述で、防災体制の強化に取り

組むと申し述べております。 

 お尋ねいたしますが、この小型の動力ポンプは、火

災現場の状況により使用したくなるときもあるかもし

れませんので、ぜひとも配備してやるべきと考えます

が、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  小型動力ポンプ車の流失

の補充ということのご質問でございますが、市長から

もご答弁申し上げておりますとおり、地元の消防団、

それから婦人消防協力隊からご意見を聞きながら、必

要な資材について、資材っていいますか、機材につい

ては配備をしてまいりたいというふうに考えておりま

すので、今後、地元の９分団ですか、とご相談をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

○議長（中平浩志君）  ７番泉川博明君。 

○７番（泉川博明君）  この件につきましては、実は、

この前のちょっとした会合がありまして、婦人消防協

力隊の規約を見せていただきました。その規約の中に

も、これが載ってるんです。操作の訓練とか、そうい

う規約が載ってるもんだから、ぜひともご配慮願いた

いと思います。 

 次に、質問項目の11です。防犯灯・街灯のＬＥＤ化

についてでございますけども、既にほとんどのメー

カーが白熱電球の製造を中止しているようで、これか

ら先、発光ダイオード、いわゆるＬＥＤなど高効率の

照明普及が一段と進むものと思われます。地球温暖化

防止が全世界で叫ばれている中、省エネ光源でもあり

ますＬＥＤへの転換によりまして、当市に置かれまし

ても電気代の削減にもつながっていくと考えます。28

年度の予算にも防犯灯などへの補助が計上されており

ますが、さらなる推進に向け、努力していくべきと考

えますが、ご所見をお伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの議員さんからお

話のあったとおりでございまして、ただ、町内会等に

ついては、やはり自分たちの自己負担もございます。

市の補助は４分の３ということでございますが、４分

の１については地元で負担いただかなければならない

というようなこともございますので、その辺について

は町内会とよくよく相談しながら、できるだけ早くＬ

ＥＤ化が進むように、いろんな関係機関とも相談しな

がら進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ７番泉川博明君。 

○７番（泉川博明君）  これ、大変大事なことでござ

いますので、今後におかれましても、幾らかでも補助

金のアップとか、そういう方向に進んでいくのかなと

私も期待しておりますので、よろしくお願いを申し上

げます。 

 後になりますけども、質問項目の13番、鳥獣被害

についてでありますが、たしか昨年だったと思います

が、久慈市でも熊による人的被害が発生しております。

熊の生息数の増減につきましては、私は状況はわかり

ませんが、日本鹿につきましては、私自身も何度か近

場で五、六頭が群れになって行動してるところに遭遇

していること等から考えますと、日本鹿でありますけ

れども、年々増加傾向にあると感じておりますので、

この先、生態数の観察を怠ることなく実施していくべ

きと思いますが、考えをお伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  鳥獣被害にかかわり

まして、日本鹿、やはり目撃件数がふえてきていると

いうふうなことで、従前は五葉山近辺での被害が報告

されてたわけですが、 近はそのエリアが拡大してい

るということで、そういった部分で警戒心を抱いてい

るところでございます。いずれ県等と連携いたしまし

て生態状況、個体数等を調査していただきながら、そ

の対応についても検討してまいりたいというふうに考

えております。 
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 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ７番泉川博明君。 

○７番（泉川博明君）  昨日の岩手日報に掲載されて

おりましたが、県内の野生鳥獣の農作物の被害額が

年々増加していること等から、県の猟友会が青年部を

発足し、若手育成へ体制の整備をするということのよ

うでございます。当市におかれましても、鳥獣被害へ

歯どめをかけるべく対策をしっかりととっていくべき

と考えますが、あわせて久慈市の猟友会の人数は何人

おるのかお伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  猟友会の人数という

ことでありますが、資料を取り寄せてご答弁申し上げ

たいと思います。 

 いずれにいたしましても、なかなか高齢化が進んで

いるというふうな中で、猟友会会員の確保が難しい状

況となっております。ご紹介ありましたとおり、県内

ではそういった若手の新たな組織を立ち上げるという

ふうなこともあります。そういったことを参考にしな

がら取り組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（中平浩志君）  ７番泉川博明君。 

○７番（泉川博明君）  参考までに、昨年の敬老会の

日に、ある地区に行きましたら女の方が、いや、あし

た、あさって食べようかと思ったら、その晩のうちに

２件とも全部熊による被害なのか、鹿による被害なの

か、トウモロコシといいますか、それを全部やられて

どうにかならないのかなと、そういうこともありまし

たので、怠ることなくやっぱり調査していくべきと思

いますので、参考までに申し上げました。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  先ほどの猟友会のメ

ンバー44人でございます。 

 それから、今、ただいまございました農作物の被害

の部分につきましては、直接報告をいただいてない部

分もあろうかと思います。そういった部分につきまし

ても調査の精度を高めていきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  上山議員の一般質問に関連し

て何点かお伺いしたいと思います。 

 まず、質問項目１番ですけども、新年度予算につい

てお伺いしたいと思いますけども、普通交付税合併算

定替えについて、これについては平成11年の７月に適

用期間が延長されまして、15カ年間適用することにな

って、 初の10年は存続されますけども、11年以降は

順次縮減されるということになっておりますけども、

旧久慈市と旧山形村が合併して、ことし10年が経過し

たわけですけども、平成28年度から始まって５年間、

順次縮減されるわけですけども、本年度の予算の概要

によりますと、27年度、市ですけども、普通交付税全

体で14億924万円で8.4％の減となっておりますけども、

合併算定替えによる当市の28年度の減額率はどのよう

なものだったのか。また、今後の見通しについてもお

伺いをしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  勝田総務部長。 

○総務部長（勝田恒男君）  合併算定替えに伴う影響

額というご質問でございますが、今、市のほうで試算

してますのは、５年間で５億程度ということで試算を

しているところでございます。全体でいいますと、先

ほど議員がおっしゃいましたとおり、8.4％の減とい

うふうになってございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  次に、質問項目の４番ですけ

ども、デマンドタクシーについてであります。 

 先ほどの答弁で、８月から実証運行が行われたわけ

ですけども、宇部町のほうですけども、これ非常に利

用者が少なかったなという思いがしますけども、特に

も12月以降は利用者がなかったという、先ほどの答弁

がありました。これは、前から言われておりましたけ

ども、これ、三鉄の宇部駅まで、あるいは野田駅まで

ということで、非常に利用勝手が悪かったのかなとい

う思いがしますけども、そういう関係から利用者が少

なかったのかなという思いがあります。 

 したがって、デマンドタクシーには自家用自動車に

よる有償運送や、あるいは過疎地有償運送の制度とな

りますけども、既に岩手県等でも北上市ですか、で実

施がされている例もありますけども、これはＮＰＯ法

人を設立して、自治体がそれに支援するという内容で

すけども、10分の10の補助内容ですけども、これも全

国ではあちこちに実施されているわけですけども、こ
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れ、ぜひ久慈市でもこの実証運行を踏まえて、久慈市

でもこういった自家用による有償運送あるいは過疎地

の有償運送、こういったものを実施すべきと思います

が、実証運行を踏まえてその考えについてお伺いをい

たします。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  ことし、現在もやっ

ております実証運行を踏まえて、今後でございますけ

れども、我々も現在の市内の公共交通体制っていうの

が完成形とは思っておりません。でも、やっぱり住民

の声を聞きながら、やっぱり利用しやすい、そしてま

た、あと経済的な部分もありますが、そのような運行

形態を考えていかなければならない。そのために、今

回は公共交通の空白地帯、そして三鉄につなげるとい

う相互利用のできる地区を対象に、まずはデータが欲

しかったということで実証運行したわけでございます。 

 議員お話のとおり、交通空白地の有償運行という選

択肢もございまして、これにつきましては、昨年も宇

部、山根、山形地区で説明会、それから勉強会を行い

まして、特にも宇部地区のほうでは前向きにいろいろ

住民の方に動いていただいております。 

 北上のほうのＮＰＯくちないというところの有償運

行を聞きましたところ、市では運行経費の半額、上限

50万という形で助成してるみたいですが、どのような

形で支援できるかというのも含めまして、そして、で

きれば住民による新たな運行形態というのも実現でき

ればというような思いもあって一緒に取り組んでまい

りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  少子高齢化あるいは宇部町も

そうですけども、限界集落、あちこちがそういった状

況にあるわけですけども、交通弱者あるいは買い物弱

者等がどんどんふえてくるわけですけども、今、自家

用の有償運送、これは検討されているということであ

りましたけども、これ、例えばＮＰＯ法人を設立しな

いで、地域の有志が運行というか、事業を起こして運

行できるというようなことができるのかどうか。また、

これは、たしか会員でなければ乗れないというような

制度があったような気がしましたけども、この自家用

の有償運送、これであれば一般の住民も乗車できるの

かどうか、お伺いいたします。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  この自家用有償運行

につきましては、まず、市町村が運営する有償運行と

福祉有償運行、そして、ＮＰＯ法人等が過疎地域等に

おいて行う交通空白地の有償運行とございます。 

 今、認められてるのは、市町村や特定非ＮＰＯ法人

等ということで、この等には商工会議所、福祉団体等

が入りまして、今のところ地区の任意団体というのは

想定されてないところでありますが、ただ、国のほう

ですと、この制度をさらに緩和した自家用タクシー、

ライドシェア、相乗りという形で、地域限定を規制を

緩める国家戦略特区で解禁する方針を定めたというこ

とでございます。これにつきましては、具体的にはま

だこれからでございますが、例えば、現在、限定して

ますＮＰＯとか医療福祉法人、商工会議所以外にも市

町村が事業を委託するなどの条件つきで、例えば株式

会社とか、あとは地域の部分というのは、今、新聞等

ではそこまでは書いてないんですが、そういう部分に

解禁する案がある。さらに、現在の交通空白地の有償

運行ですと、例えば、金額につきましてもタクシーの

半額を目安にしている、目安としてる部分も一定の範

囲内で柔軟に設定できるにするとか、いろいろな部分

での緩和策があろうと思います。 

 あともう一つ、区域の登録制といいますか、これら

につきましては、有償運行であれば地域を定めて、簡

易登録というような形になりますが、ここら辺はもし

かすれば地域の住所、住所っていいますか、地区をし

っかり定めて、その中の住民というような形での決め

方もあるのかなと思ってますが、この部分につきまし

ては、もう少し詳しく研究、勉強してまいりたいと思

います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  ぜひ、こういった弱者の地域

ですので、使い勝手のいいような方向で、利用者の利

便性もそうですけども、こういったことが、事業が起

こすことによって地域のコミュニティの醸成にもつな

がると思いますので、ぜひ、そういった使いやすいと

いうか、余り縛りのない、使いやすい状況のものを検

討していただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 それから次に、質問項目の15の土木行政の（１）の
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国道45号についてですけども、先ほどの答弁で、ちょ

っと私はどきっとしたんですけども、地権者の理解が

得られないから断念したというように受けとめました

けれども、宇部の４号橋の橋ですけども、この橋は、

宇部町のちょうど真ん中にあるんです、中央にあるん

ですけども、宇部川と交差する大きな橋ですけども、

その前後の２号、３号等については拡幅していただい

ておりますけども、この一番大きい橋がまだ拡幅にな

ってないという状況にありますけども、現在、災害復

興関係あるいは宇部町は今、ほ場整備工事も行われて

おりますので、大型ダンプ等大型の通行が非常に多い

状況にありますけども、この橋の部分が狭いために大

型同士はすれ違いができないものですから、待ち合わ

せしながら交互通行をしている現状であります。スリ

ップ痕が絶えないんですけども、非常に危険な状態に

あります。交通量も多いですし。それから、あわせて

橋の前後には国道とアクセスする市道が前後にありま

す。したがって、通学路でもありますし、非常に危険

な状態でありますけども、地権者の理解が得られない

ということ、それと何か地権者が亡くなったと聞きま

したけれども、また状況が変わるんじゃないかなとい

う思いがありますが、ぜひ三陸国道事務所に強く要望

していただきたいと思いますけれども、ご所見をお伺

いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  当該路線、宇部のちょうど

真ん中、ちょっと過ぎたあたりになりますけれども、

市といたしましても、先ほど市長が申し上げましたと

おり、狭いということは感じておりまして、できるだ

け早期に拡幅していただきたいというふうな思いはご

ざいますけれども、先ほど言いましたように、以前、

宇部の歩道整備、この中でやっていただけるというふ

うに以前は計画しておりましたけれども、地権者の方

からなかなか理解が得られず、そこの橋の前後部分、

この部分が未施工というふうになっております。 

 今後におきましても、交通安全のためにできるだけ

早い時期に整備していただけるように、三陸国道事務

所さんのほうに要望してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  先ほどの自家用有償

運行につきまして訂正したいと思います。 

 先ほど、法人格のある、そういうような団体等につ

いてお答えしたところでございますが、昨年、省令の

改正がございまして、営利を目的としない自治会、青

年団、観光関係の協議会、これらにつきましても実施

主体として認めることということで緩やかになりまし

たので、訂正させていただきます。 

 失礼いたしました。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  この４号橋にかかわってです

けれども、先ほど歩道の話が出ましたけども、この橋

には歩道が併設されておりますけども、この歩道も橋

の手前10メートルぐらいが未舗装、舗装が切れてるん

ですよね。舗装が切れて、そして、雪や雨が降れば非

常にぬかるみになるんですけども、それから、橋と歩

道の高さが違う、橋のほうが高くなってて勾配がきつ

いんです。しかも舗装になってないと、この10メート

ルほど切れてるということで、非常に危険な状況にあ

りまして、特に高齢者、この人達、近くにスーパーが

あるもんですから歩いていく方、あるいは、今、ラ

クーター、ああいったので走る方がおりますので、非

常に危険な状態であります。特に、そして、ここに、

橋の手前に電柱があって、反対側、電柱があって、反

対側からは高さの差があるもんですから堤防におりる

ところに階段があって、その手すりがあるんですけど

も、手すりが歩道の部分に大分突き出てるんです。ラ

クーターがぎりぎりに通るような状況になってるんで

す。しかも舗装になってないということで非常に危険

な状況にありますので、ぜひともここは舗装あるいは

勾配緩やかな簡易舗装でもいいですので、ぜひそうい

った形で改良、整備をしていただきたいと思いますけ

ども、よろしくお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  まず、今、三陸国道事務所

さんのほうでは、三沿道のほうに全力でとにかく取り

組んでいるということでございます。なかなかに、新

規に事業を立ち上げるというのは難しいものはあると

は思いますけれども、引き続いて市のほうでは要望し

てまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  先ほど申し上げたとおり、地

権者が亡くなったということで、息子さんになるのか
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なと思うんですけども、また違った展開が考えられま

すので、ぜひ強く要望していただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

 それから、時間がなくなりましたので、 後の16番

の（３）の学校維持補修についてお伺いしたいと思い

ますけども、先ほどるる答弁がありました。トイレ改

修工事、以前に聞いたとき、トイレの改修工事、小学

校は市内全部終わってるということ、中学校が８校中

７校が整備されて、１校だけ未整備という答弁をいた

だいた経緯がありますけども、その１校は宇部中学校

だと思いますけれども、しかし、今回の予算で、長内

小学校と大川目中学校だけが載ってましたので心配し

ておりましたけれども、先ほどの答弁の中で宇部中学

校もということで話がありましたけども、これは、長

内小学校、大川目中学校はもう既に１回やったので何

らかの理由で改修か何かなんだと思うんですけども、

これは優先されるのは、１校だけ残っている宇部中学

校が優先されるべきと思いますけども、この改修工事

について再度お伺いをいたします。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  議員お話のとおり、宇部

中学校については、いわゆる水洗化がなされていなか

ったということでございますが、先ほど教育長のほう

からご答弁申し上げましたけれども、来年度、工事を

予定したいということでございまして、中身的には、

実は財源が、国の補正予算のところで財源を認めてい

ただいたということで、これから 終日に補正予算の

追加提案をさせていただくわけですが、そこの中で計

上させていただきたいと思っておりました。中身につ

いては、生徒用トイレ等について水洗化を図ってまい

りたいというふうなことで、現在、事務を進めており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ８番澤里富雄君。 

○８番（澤里富雄君）  時間ですので、 後に一つだ

けお願いしたいと思いますけども、８番の広域道の駅

の整備についてでありますけれども、実は、私たち新

政会は、先月、栃木県のほうに研修視察に行ってまい

りましたけども、ここに、壬生町というところに道の

駅がありましたけども、そこに行きましたけども、こ

こは関東自動車道、高速道路、それから主要地方道が

並行して通ってて、その間に道の駅がありました。し

たがって、高速道路あるいは一般道、両方から入れる

道の駅ということで非常に流行っておりました。条件

もいいとこでしたので。 

 したがって、今、久慈広域４市町村でも調整中であ

るけども、道の駅検討してるわけですけども、この久

慈地区の国道45号と、それから今度できる三陸沿岸道

路、これ並行して走ってますので、ぜひ両方から利用

できるような場所、できれば、先ほども同僚議員から

も話がありましたけれども、できれば久慈地区にそう

いった施設をつくっていただきますよう、よろしくお

願いをして、私の質問を終わります。どうもありがと

うございました。 

○議長（中平浩志君）  この際、上山議員に対する答

弁の補足の申し出がありますので、これを許します。 

 澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  先ほど上山議員さんの質

問の中で、社総交の防災安全交付金の補助率の関係で

ございましたが、施設が２分の１、その中に造成費も

含まれるよという話をさせていただきました。補助率

は変わりませんけれども、施設という中に造成費が含

まれるという表現でしたけれども、施設イコール造成

費ということでございましたので修正をさせていただ

きます。大変失礼いたしました。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、昼食のため、暫時休憩といたします。再開

は、午後１時30分といたします。 

    午後０時06分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後１時30分   再開   

○議長（中平浩志君）  休憩前に引き続き、会議を開

きます。一般質問を継続します。次に、市民共同代表、

小倉利之君。 

    〔市民共同小倉利之君登壇〕 

○３番（小倉利之君）  市民共同の小倉利之でござい

ます。９月の一般質問に続きまして２回目の登壇をさ

せていただきましたことに対しまして、同会派の市民

共同の皆様、そして中平議長初め、議員各位の皆様に

対し、感謝申し上げます。 

 さて、東日本大震災からことしの３月11日をもちま

して５年の年月が過ぎようとしております。本格復興

の完結を目指し、官民一体で取り組んでいるさなかで
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はございますが、この震災の記憶を風化させることな

く、合わせて心のケアと地域コミュニティの形成につ

いても取り組んでいかなければならないと思っており

ます。 

 そんな中にありまして、政務活動費を活用させてい

ただき、東北管内６市３町の先進地を視察をさせてい

ただきました。その中で、感じたこと、考えたこと、

そして取り巻く諸課題につきまして15項目24点につい

て、市長、教育長、そして選挙管理委員会委員長に質

問をさせていただきたいと思います。 

 新政会代表の上山議員と重複する部分もございます

が、通告に従い順次質問させていただきます。よろし

くお願いしたいと思います。 

 それではまず、 初に、暴風雪高波被害についてお

伺いいたします。 

 １月中旬の低気圧によります、暴風雪高波被害が発

生した件に関し、以下の３点についてお伺いいたしま

す。 

 一つ目は、地域別、漁港別被害の状況と国・県の災

害復旧支援、あるいは市の単独復旧支援の内容と金額

をお示しください。 

 二つ目に、冬季の高波、倒木、被害対策についてお

伺いいたします。 

 三つ目は、被害が大きかった小袖漁港施設について、

湾口防波堤の影響調査の要望の有無について考えにつ

いてお伺いをいたします。 

 二つ目は、防災行政無線の難聴解消についてお伺い

いたします。 

 時折話題になるわけでございますが、大雪の影響に

より停電が長時間に及んだ山形町では、 大３日間停

電いたしましたが、戸別受信機が全戸に備わっており、

行政からの連絡が寸断されることはありませんでした。 

 防災行政無線の難聴地域は、平成24年の調査では81

カ所158世帯とのことでございましたが、難聴解消に

向けたこれまでの取り組みと、今後の具体的な見通し

についてお示しください。 

 三つ目は、土砂災害警戒区域に指定された区域への

支援体制についてお伺いいたします。 

 平成26年８月20日、広島県で発生した土砂災害では、

指定に至っておらず多くの犠牲者が出ました。久慈市

でも土砂災害警戒区域は年々増加傾向にあり、645カ

所のうち指定されたのはわずか133カ所であります。 

 今後５年間をめどに住民に周知するということでご

ざいますが、久慈市としての対応と支援体制について

お伺いいたします。 

 四つ目は、自治体の広域合併についてお伺いをいた

します。 

 今後、人口減少社会の到来は避けられず、自治体は

生き残りをかけた厳しい選択を迫られることになると

思いますが、市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、人口減少対策についてお伺いいたします。 

 広域圏内の交流・連携の促進として掲げております

Ｋターン移住者の実績と、それを受けた今後の見直し

計画についてお伺いいたします。また、人口流出を阻

止するための魅力ある久慈ならではの重点施策につい

てお示しください。 

 六つ目に、移住・定住政策についてお伺いいたしま

す。 

 まず 初に、ＮＴＴデータ経営研究所が行いました

小規模市町村における移住・定住の要因と、生活状況

に関する調査において、移住・定住政策で も効果が

あるのは、子育て支援ということでございます。 

 期待されているのは、芸術家などの誘致などとする

調査結果も公表されておりますが、この調査内容に関

して、市長の所感をお伺いいたします。 

 二つ目に、今日、国内企業の社会貢献事業は多岐に

わたって具体的かつ個性的なものが多くなっておりま

す。こうした現状に鑑み、市としても芸術文化の薫り

高い街を目指し、芸術家の移住・定住政策を推進すべ

きと思いますが、その考えについてお伺いをいたしま

す。 

 七つ目に久慈広域連合の汚泥再生処理施設建設につ

いて、２点ほどお伺いいたします。 

 まず１点目は、洋野町では説明会、施設見学会が行

われておりますが、久慈市の住民説明会等、今後のス

ケジュールがあるのかどうかをお伺いいたします。 

 二つ目に、河口付近では、漁をする漁師の方々から、

高家川の悪臭が指摘されており、磯漁業に悪影響が懸

念されるが、施設の建設にあたっての高家川の公害調

査を徹底するよう久慈広域連合に要請すべきと思いま

すが、そのご意見について伺います。 

 ８番目に、周産期医療についてお伺いいたします。 

 高リスク分娩に対する市の支援策をお示しください。 

 次に、市における社会福祉分野の現状について４点
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ほどお伺いをいたします。 

 まず一つ目は、社会福祉法人の現状報告、貸借対照

表及び収支計算書の公開状況をお示しください。 

 二つ目に、ヘルパー、介護、生活支援などの福祉分

野における就業状況をお示しください。また、この分

野が慢性的に人員不足だと言われる原因、離職率が高

い原因は何かお伺いをいたします。 

 三つ目に、ヘルパー、介護福祉士、社会福祉士など

のスタッフの育成・充実のために市及び法人の取り組

んでいる状況とその結果を数値でお示しください。 

 四つ目は、過去における監督省庁からの行政指導な

どの主な事例をお示しください。 

 次に、学童保育についてでございます。 

 市町村が中心に進める、子ども・子育て支援新制度

が平成27年４月よりスタートしております。我々も市

内６カ所の施設を見学させていただきましたが、久慈

市でも新制度を理解され、学童保育の果たすべき施設

としての環境整備が立ちおくれているのではないかと

懸念しております。 

 新制度においても、スタートした効率化アップ事業

が、新たに盛り込まれております。国では、平成31年

度までに全小学校区で30万人の受け皿を整備する方針

を打ち出しておりますが、今後の久慈市としての整備

計画についてお伺いをいたします。 

 次に、農道整備についてでございます。 

 市道は市民協働道路維持補修事業で道路補修し、予

算規模も年々増加傾向にございます。しかし、水路の

草刈り、泥上げ、農道も生活道路としての地域一帯で

管理しておりながら、補修・改修はできないでいるの

が現状でございます。 

 例えば、複数世帯使用する農道も生活環境道路とし

て市民協働道路維持補修事業に適用できないのかお伺

いをいたします。 

 次に、道路整備について２点ほどお伺いいたします。 

 まず 初に、国道281号についてでございますが、

これは９月の一般質問でもさせていただいた同じ場所

でございます。 

 国道281号久慈自動車学校付近山側の歩道が寸断さ

れ、ここは極めて危険でございます。昨年の９月の一

般質問での回答は、早期改修に取り組むということで

ございましたが、その経過と今後のスケジュールにつ

いてお示しください。 

 二つ目は、野田長内線についてであります。 

 県道野田長内線は、地元に暮らす人たちにとっては

生活道路、基幹産業道路、観光道路、いわゆる命の道

でございます。筆界未定地が多い二子小袖沢線以外の

ルート検討を進めるということでございましたが、進

捗状況と、今後の見通しについてお示しください。 

 次に、除雪対策についてでございます。 

 大雪時に対応できる重機状況についてお伺いをいた

します。 

 二つ目に、農業用大型トラクタを除雪に活用する考

えはないのかお伺いをいたします。 

 次に、総合運動公園基本構想について、教育長にお

伺いをいたします。 

 総合運動公園基本構想については、平成27年12月14

日事務事業説明会におきまして、南田地区が第１候補

として選定されたと報告されております。我々議員は、

初めて示された資料でございまして、質問や意見交換

も生煮え状態のまま決したところでございます。70億

超の巨大予算を投入する大きなプロジェクトでもあり、

議会報告会でも市民の 大の関心事でございました。

環境アセスメントや森林法、交通アクセスなども含め

た南田地区のメリットについてお示しください。 

 後に、選挙管理委員会委員長にお伺いをいたしま

す。 

 18歳選挙権についてでございます。昨年度選挙制度

が改正され、ことし７月の参議院選挙から選挙権の年

齢が18歳以上まで下げられましたが、久慈市としての

対応をお伺いをいたします。 

 以上、24点について質問させていただきましたが、

年間を通しましてさまざまなところで皆様方と一緒に

活動している中で、いろいろ感じたことを質問させて

いただきました。皆様方の誠意あるご回答についてお

願いを申し上げ、私の市民共同としての質問を終わら

せていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  市民共同代表、小倉利之議員

のご質問にお答えをいたします。 

 初に、暴風雪波浪被害についてお答えをいたしま

す。 

 まず、被害の状況等についてでありますが、市管理
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の漁港別被害につきましては、桑畑漁港で防波堤ほか

５カ所、田子の木漁港は船揚場ほか２カ所、川津内漁

港は臨港道路ほか２カ所、前浜漁港は船揚場ほか２カ

所、横沼漁協は沖防波堤ほか２カ所、白前漁港は防波

堤ほか２カ所、本波漁港は臨港道路の１カ所、麦生漁

協は船揚場ほか２カ所、舟渡漁港は漁港施設用地ほか

２カ所、小袖漁港は沖防波堤ほか４カ所、三崎漁港は

臨港道路の１カ所となっており、漁港施設全体では34

カ所、その被害額は約14億7,900万円と見込んでいる

ところであります。このうち９カ所、約14億2,500万

円につきましては、国への災害復旧申請を検討してい

るところであり、残る、その他被災施設25カ所、約

5,400万円につきましては、市の単独災害復旧で対応

する必要があるものと考えているところであります。 

 次に、水産関係施設につきましては、共同倉庫や各

地区仮設施設、養殖施設など合わせて81カ所の被災箇

所があり、その被害額は3,933万円と見込んでいると

ころであります。 

 このうち、久慈市漁業協同組合が管理する共同利用

施設の復旧費用に対し、２分の１を支援してまいりま

す。 

 また、市所有の各地区仮設施設につきましては、早

期復旧に努めてまいります。 

 次に、冬季の波浪等の被害対策についてであります

が、今回の低気圧波浪による波高は、国土交通省の全

国港湾海洋波浪情報網のデータによりますと久慈港で

大9.43メーターを観測し、設計沖波波高の8.2メー

トルを上回るものであり、 近の気候動向におきまし

ては設計基準は超える、かかる事象の頻発が懸念され

るところでありますが、今後におきましても被災した

施設の早期復旧に努めるとともに、設計指針等の見直

しがある場合には、国や県と十分協議し対策を検討し

てまいります。 

 また、倒木による被害対策についてでありますが、

公共施設等に被害が生じる恐れのある立木等につきま

しては、公共施設の管理者において、適切な管理に努

めてまいります。 

 次に、小袖漁港施設への湾口防波堤の影響調査要望

の考えについてでありますが、今回の低気圧災害にお

きましては、小袖漁港を含む多くの漁港が被害を受け

ております。 

 湾口防波堤による影響については定かではありませ

んが、現在、湾口防波堤の南堤への消波ブロック設置

が進められており、今後の進捗において、その効果が

発揮されていくものと釜石港湾事務所から伺っている

ところであり、市といたしましては、今回の被害状況

を含め、国に対し、地元の声をしっかりと届けてまい

ります。 

 次に、防災行政無線の難聴解消についてお答えをい

たします。 

 平成24年に防災行政無線を災害復旧事業によりデジ

タル化して整備したところでありますが、81カ所158

世帯について難聴となっている状況にあります。 

 整備後において、これまで電波調査等を行い、受信

可能な地域や受信方法等について検討しているところ

であり、今後は、調査結果をもとに電波の受信が可能

なエリアについては、屋外放送塔の整備と戸別受信機

を設置した場合との経費比較を行うなど、順次、難聴

地域の解消に向けて取り組んでまいります。 

 また、防災無線の放送内容を確認する方法として、

無料電話での確認やメールでの受信についても、引き

続きＰＲしてまいります。 

 次に、土砂災害警戒区域に指定された区域への支援

体制についてお答えいたします。 

 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域につき

ましては、平成31年度までに全ての危険箇所の調査を

実施し、市町村に通知することを目標にしていると区

域指定している県北広域振興局から伺っております。 

 市では、土砂災害特別警戒区域につきまして、がけ

地近接危険住宅移転事業補助金として、危険住宅の除

却等に要する経費や代替住宅の建設に要する費用の一

部を、予算の範囲内で補助するほか、区域内にある土

地のうち宅地及び宅地並み雑種地につきましては、建

築物の構造規制や特定の開発行為に対する制限等が発

生することから、その影響を考慮し、平成28年度から

固定資産税評価額に対し３割の減価補正を行う予定で

あります。 

 また、久慈市総合防災ハザードマップなどを活用し、

住民等への情報提供にも努めてまいります。 

 次に、自治体の広域合併についてお答えいたします。 

 市町村合併につきましては、いわゆる平成の合併に

より、国において積極的に推進され、合併特例法の期

限であった平成22年３月31日までで一区切りとされた

ところでありますが、その際に、国・都道府県による
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積極的な関与などの合併推進のための措置は廃止され、

自主的な市町村合併を円滑にする措置に切りかわった

ところであります。 

 しかしながら、議員ご指摘のとおり人口減少や少子

高齢化、環境問題といった多様化・広域化する行政課

題への対応は個々の自治体では対応が難しい場合もあ

り、国におきましても、こうした行政課題に対応する

ため広域行政の必要性がうたわれているところであり

ます。 

 当市といたしましても、広域合併につきましては、

国の動向を注視してまいりますが、多様化する行政課

題に対処するためには、広域町村との連携が不可欠で

あると考えておりますことから、情報交換を密にしな

がら、域内、さらには域外の自治体との連携につきま

しても引き続き進めてまいります。 

 次に、人口減少対策についてお答えいたします。 

 いわゆるＫターン移住者につきましては、現在調査

中でありますが、市の移住・定住に関する支援を受け

ずに移住・定住している方々もおられることから、そ

の把握は難しい状況であります。 

 また、人口流出を阻止するための魅力ある久慈なら

ではの、重点施策についてでありますが、昨年10月に

策定いたしました久慈市人口ビジョンにおきましては、

2040年の久慈市の人口を日本創生会議が推計した人口

を約5,000人上回る、２万6,000人余りとすることを目

指しております。 

 この目標を実現していくため、久慈市まち・ひと・

しごと創生総合戦略に掲げております、安定した雇用

の創出、結婚・出産・子育てへの支援、久慈市への人

の流れづくり及び震災からの復興と安心・安全なまち

づくりの各政策分野を重点施策として着実に推進して

いくことが重要であると考えております。 

 特に、平成28年度は、各政策分野ごとに、特定もの

づくり基盤技術を習得する企業へ支援する高度人材育

成事業費補助金、Ｋターン若者雇用拡大奨励金交付事

業、お産・育児支援事業、空き家等適正管理調査・計

画策定事業や久慈駅前整備等事業など、魅力あるまち

づくりに向けた施策を積極的に推進してまいります。 

 次に、移住・定住政策についてお答えをいたします。 

 まず、ご質問のありました株式会社ＮＴＴデータ経

営研究所が行った移住・定住等に関するアンケート調

査についてでありますが、平成26年７月に公表され、

その中で、移住・定住施策として も効果があると回

答されたのは、子育て支援が多かったとの結果が出て

おります。 

 これは、保育園整備、保育料軽減、医療費支援、出

産祝い金等の子育て支援策を充実させることにより、

移住者の獲得や定住につながり、さらにこのことは出

生率をふやすことにも直結しており、人口減少対策、

移住・定住策としては重要な要素であると考えており

ます。 

 そのような思いから、これまでも久慈市におきまし

ては保育料の軽減拡充、子供の医療費助成の拡大など、

子育て支援策についても積極的に取り組んできたとこ

ろであります。 

 また、移住・定住策として、芸術家などの誘致が期

待されているとの調査結果につきましては、今のとこ

ろ全国でも取り組んでいる自治体は少ないところであ

りますが、芸術家、ＩＴビジネス、クリエイターなど

のほか、レストラン、カフェ、スイーツといった飲食

店の出店など、今後の移住・定住策として広げていく

べき分野、魅力のある分野であると認識しております。 

 具体的には、どのような取り組みができるのかにつ

きましては、他自治体の動向、企業の社会貢献事業と

の関わりなども含め、今後研究を進めてまいります。 

 次に、久慈広域連合の汚泥再生処理施設建設につい

てお答えいたします。 

 まず、施設建設に伴う住民説明会等のスケジュール

についてでありますが、現在、平成33年度の供用開始

を目指し、環境影響評価業務のほか、測量調査業務を

実施しているところであり、久慈市におきましては３

月10日に住民説明会、３月30日に環境影響評価方法書

説明会を行う予定であると久慈広域連合から伺ってお

ります。 

 次に、高家川の公害調査についてでありますが、今

後、久慈広域連合から環境影響評価業務における調査

の項目を定める方法書及び調査結果等を取りまとめる

準備書が示されると伺っております。 

 その内容を踏まえて、高家川を含む公害調査につき

ましては、必要に応じて要望してまいります。 

 次に、周産期医療についてお答えいたします。 

 高リスク分娩に対する市の支援策につきましては、

今議会の平成28年度予算に提案させていただいている

ところでありますが、高リスク分娩は県立二戸病院で
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の対応となりますことから、妊婦健診受診に係る交通

費補助、また分娩時の家族宿泊費補助の二つの事業に

ついて予定しているところであります。 

 交通費につきましては、妊婦健診１回につき久慈駅

から県立二戸病院までの公共バス往復料金相当額

3,680円の補助を予定しております。 

 また、分娩時に家族が二戸市内に宿泊した場合、宿

泊費用として１万円の補助を予定しております。 

 今後におきましても、関係機関との連携を図りなが

ら妊産婦支援策の充実に努めてまいります。 

 次に、市における社会福祉分野の現状についてお答

えいたします。 

 まず、社会福祉法人の現状報告等の公開状況につい

てでありますが、社会福祉法人は毎年６月末日までに

現況報告書、貸借対照表及び収支計算書を所轄庁に提

出することとなっており、当市では、厚生労働省局長

連盟通知に基づき、当市が所管する社会福祉法人の現

況報告書、貸借対照表及び収支計算書をホームページ

にて公開しているところであります。 

 次に、ヘルパー、介護、生活支援などの福祉分野に

おける就業状況及び慢性的な人員不足と離職率が高い

原因についてでありますが、まず、就職状況につきま

しては、平成24年度就業構造基本調査によりますと、

県北広域振興局管内の介護サービス従事者は約2,000

人と推計されております。 

 次に、人員不足及び離職率が高い原因についてであ

りますが、公益財団法人介護労働安定センターが実施

した、平成26年度介護労働実態調査によりますと、岩

手県内の介護施設における従業員の過不足につきまし

ては、57.9％が不足しているとの回答があり、介護員

不足の理由として、採用が困難であるが69.1％を占め

ております。 

 また、離職率は16.5％となっており、原因といたし

ましては、賃金が低い、身体的・精神的な負担が大き

い、夜勤が多いことなどが報告されているところであ

ります。 

 次に、ヘルパー、介護福祉士、社会福祉士などのス

タッフ養成・充実の取り組みについてでありますが、

市といたしましては、本年度、市内団体の主催する介

護支援専門員の受験対策講座に職員２名を講師として

派遣し、地域で生活する高齢者を支える仕組みや介護

について講義を行ったほか、介護職員初任者研修に職

員１名を２回派遣をしております。 

 また、岩手県立大学等の学生８名を高齢者の介護に

かかわる事業者、病院など関係機関との連携に関する

実習に受け入れております。 

 市内法人におきましては、スタッフの充実のため、

働きながら資格取得を目指す、岩手県介護人材就業促

進事業を活用し、職員採用した事業所があるほか、各

事業所において専門研修等への参加により、スタッフ

の育成に取り組んでいるものと認識しております。 

 次に、過去における監督省庁からの行政指導などの

主な事例についてでありますが、平成25年２月に発生

した長崎市の認知症高齢者グループホームにおける火

災を契機に、社会福祉施設等におけるスプリンクラー

設備の設置基準の見直しや、自動火災報知設備の設置

基準の改正等が行われたところであります。 

 また、本年２月、川崎市の有料老人ホームに入居し

ていた高齢者が転落して死亡し、施設元職員が逮捕さ

れた事件を受け、厚生労働省から介護施設職員による

高齢者虐待の状況など踏まえた対応の強化について局

長通知が発せられたところであります。 

 その内容は、類似の高齢者虐待事案が再発すること

がないよう、高齢者虐待防止に向けた体制整備の充

実・強化に努めるよう求められたところであります。 

 次に、学童保育についてお答えいたします。 

 学童保育の今後の整備計画についてでありますが、

現在、長内学童保育所や小久慈学童保育所等におきま

しては、登録児童数の増加により、児童の生活スペー

スが狭くなっている状況であります。 

 市といたしましては、まずは長内学童保育所につい

て、児童がより安全・安心な環境のもとで健やかに生

活できるよう、施設設備を充実すべく、今議会の平成

28年度予算に提案しているところであります。 

 今後におきましても、施設設備の優先度や、財政状

況を勘案しながら、小久慈学童保育所など既存施設の

整備に取り組むとともに、学童保育所未設置の小学校

区につきましても、保護者のご要望等踏まえ、地元の

皆様のご協力をいただきながら、学童保育施設の整備

に積極的に努めてまいります。 

 次に、農道整備についてお答えいたします。 

 市民協働道路維持補修事業は、地域住民と市が互い

に助け、提供し合うことにより、地域の道路環境を整

備する事業でありますが、本年度から対象路線に一定
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の連担戸数がある位置指定道路やみなし道路の私道を

加えたことから、要件を満たす生活道路への事業適用

はできるものと認識をいたしております。 

 また、農道の簡易な路面補修につきましては、農村

地域資源が有する、多面的機能の維持・保全を目的と

した多面的機能支払交付金事業の取り組みにより、地

域住民の共同活動として実施できることから、取り組

み地域の拡大に努めてまいります。 

 次に、道路整備についてお答えいたします。 

 まず、国道281号の歩道整備についてでありますが、

歩行者の安全な交通を確保するため、歩道整備の早期

事業化が図られるよう、道路管理者であります県に対

し要望しておりますが、生出町地区の歩道整備につき

ましては、筆界未定地や共有地の相続の問題があり、

用地取得が困難であることから、早期の事業化は難し

い状況であると県北広域振興局から伺っているところ

であります。 

 市といたしましては、歩道整備の早期事業化が図ら

れるよう引き続き要望してまいります。 

 次に、県道野田長内線についてでありますが、長内

町元木沢地区から小袖、三崎、久喜地区を経由し、野

田村に至る路線として、住民の生活や基幹産業、観光

等を支援する重要な路線と認識しております。 

 当該路線は、波浪や災害時等にはたびたび通行止め

になることもあり、その迂回路が必要であると考えて

おります。 

 市道二子小袖沢線、この迂回路として重要な路線で

あると捉えておりますが、筆界未定地が多く、道路の

拡幅が困難であることから、現在、筆界未定地を迂回

するルートを検討しております。 

 今後におきましても、より有利な財源の確保を含め、

さまざまな課題を関係機関とも協議を進めながら、引

き続き検討してまいります。 

 後に、除雪対策についてお答えいたします。 

 まず、大雪時に対応できる重機の状況についてであ

りますが、直営で対応する除雪機械は、大型トラック

５台、小型トラック４台、グレーダ４台、ブルドーザ

４台、ロータリ除雪車２台、ハンドガイド式ロータリ

除雪車２台、及びタイヤショベル６台の計27台を保有

しております。 

 また、委託している業者所有の除雪機械は38業者、

90台となっているほか、９地区の歩道等除雪ボランテ

ィア団体と歩道除雪の協定を締結し、全部で590路線、

延長514.2キロメートルを対象に除雪を行い、冬期間

の交通確保に努めているところであります。 

 次に、農業用大型トラクタを除雪に活用する考えに

ついてでありますが、農業用機械で道路除雪する場合

には、除雪する道路を完全通行止めで行う必要がある

と、久慈警察署から伺っており、活用は困難であると

認識をしております。 

 今後とも、活用可能な機械等の研究や市民との協働

を検討し、効果的な除雪が実施できるよう努めてまい

ります。 

 以上で、市民共同代表、小倉利之議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  加藤教育長。 

    〔教育長加藤春男君登壇〕 

○教育長（加藤春男君）  市民共同代表、小倉利之議

員の総合運動公園基本構想についてのご質問にお答え

をいたします。 

 総合運動公園の基本構想の策定につきましては、基

本構想に対する市民の意見を反映するため、スポーツ

関係団体や、市民へのアンケート調査及び市民ワーク

ショップを開催してきたところであります。 

 また、庁内に基本構想策定検討委員会を設置し、各

課の共通認識を図り、業務を進めてまいりました。 

 基本構想策定の進捗状況につきましては、市議会に

対して平成27年８月28日の第１回事務事業説明会で、

市街地周辺エリアから、地域の特性、アクセス性、津

波浸水区域外などを考慮し、候補地を９地点まで絞り

込んだことをお示しし、平成27年10月15日の第２回事

務事業説明会におきましては、候補地９地点の自然特

性、土地利用・開発規制、交通アクセスなどといった

項目ごとの評価を行い、３地点への絞り込みと、総合

運動公園内に整備を想定する主要施設の規模をお示し

したところであります。 

 さらに、平成27年12月14日の第３回事務事業説明会

におきましては、 終候補地を選定するにあたり、市

民の意見の反映や、大崎、新町、南田の３候補地の敷

地特性、機能配置、交通アクセス、景観構成、概算事

業費といった項目で総合的に評価し、南田地区を 終

候補地に選定したことを報告したところであります。 

 さて、南田地区の環境アセスメントの必要性につい

てでありますが、対象となる開発面積は100ヘクター
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ル以上であり、総合運動公園は100ヘクタールに満た

ないことから、対象外であると認識しております。 

 南田地区のメリットについてでありますが、森林法

における残地森林を確保することになりますが、周辺

の森林を活用して、自然を生かした散策路や、ジョギ

ングコースの整備をすることにより、体力づくりや森

林浴などによる市民の健康増進につながるものと考え

ております。 

 交通アクセスにつきましては、市街地から近傍にあ

り、さらに国道45号と県道７号の間に位置し、アクセ

ス性が高いこと、また、現在整備が進められている三

陸沿岸道路のインターチェンジに近いことから、将来

的に広域圏からの交流人口の拡大が期待できるものと

考えております。 

 また、埋蔵文化財が存在しないなどの用地特性や、

山林の用地取得により総事業費の低減が図られるなど、

財政的な面からもメリットがあるものと考えておりま

す。 

 以上で、市民共同代表、小倉利之議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  大沢選挙管理委員会委員長。 

    〔選挙管理委員会委員長大沢寿一君登壇〕 

○選挙管理委員会委員長（大沢寿一君）  市民共同代

表、小倉利之議員の18歳選挙権についてのご質問にお

答えいたします。 

 ご案内のとおり、公職選挙法の改正により、ことし

７月に執行予定の参議院議員通常選挙から、選挙権年

齢が18歳以上に引き下げられます。 

 その対応策といたしまして、新有権者となる方々へ

の選挙啓発が重要であると捉えております。常時啓発

に加え、これまで選挙時に行っている防災行政無線、

街頭啓発、公用車での啓発、広報くじと市ホームペー

ジでの周知、また今年度から活用しているフェイスブ

ックでの投票の呼びかけを行うほか、市内小中学校の

みならず、高等学校に出向いた選挙啓発授業や模擬投

票、チラシやリーフレットの配布などを実施してまい

ります。 

 以上で、市民共同代表、小倉利之議員に対する私か

らの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を許します。

３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  大変、誠意あるご回答をいた

だきまして、まことにありがとうございます。 

 再質問にあたりまして、議場スクリーンを使わせて

いただきたいので、議長のお取り計らいをお願いいた

します。 

○議長（中平浩志君）  スクリーン等準備のため少々

お待ちください。３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  再質問にあたりまして、私の

ほうから３点ほどご確認をさせていただきたいと思い

ます。 

 まず、11番、12番、そして14番、総合運動公園につ

いてですけども、この３点について再質問をさせてい

ただきたいと思います。 

 まず、この11番目の農道整備についてでございます

が、ご回答いただきましたように、さまざま農道であ

りましても、農業施設でございましても、多面的な整

備をできるというふうなことでございましたけれども、

実は、こういったところが国道281号と河川堤防の間

には数多くあるわけですけれども、１車線とは言うま

でもなく、今、農道なんかでは0.5車の改良等ともご

ざいますので、こういったところについて市民協働の

事業として補修・改修ができるのか、もう一度お答え

をお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今年度から、市民がよく使

う生活道といいますか、みなし道路、それから位置指

定道路、ここは多分位置指定道路になると思いますけ

れども、このようなところも拡大して事業ができるよ

うにしております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございます。 

 ここについては、市内、どこにでもこういうところ

があるわけですけれども、単なるその生活道路ではな

しにして、避難道路としても洪水、災害時には必ずこ

の国道のほうに避難する必要がございますので、ぜひ

ともそういった整備計画についてもご配慮のほうよろ

しくお願いしたいと思います。 

 次、お願いいたします。 

 これは、９月の一般質問でも同じ場所で皆さんも見

なれているというところで、相応の答弁にはご回答い

ただきましたけれども、どうもその筆界未定となりま

すと、そこで食わず嫌いになるのかどうかは、これは
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実際は県のほうでやるべきことなわけですけれども、

このような場所で視距といいますが、特にカーブがき

つくて、時折事故が発生する場所でございます。 

 なぜこの歩道をつなげてほしいかといいますと、次

の写真をお願いいたします。これが、碁石にあります

スズキ自動車さんの前でございますけれども、こうい

った状況が長く続いております。 

 歩道の幅は1.5メートルで、しかも歩道が沈下して

おりまして、逆に舗装は、車道は度重なるオーバーレ

イっていいますか、舗装のかさ上げやりまして、歩道

よりも約30センチ高いような状況でございます。 

 これですと、この縁石、歩車道境界ブロックってい

うのがございますけれども、役目を果たしていない、

多少のスリップでも歩道に飛び込んでくるような状況

が続いております。 

 学区外の規制がなくなったことで、大川目町のほう

から、久慈小学校、久慈中学校にも登校しております

し、近くには久慈高校もございます。 

 また、自動車学校のほうに通う方もここを歩いて行

かざるを得ない、どうしてもこの左側、向かって左側

は、歩道が寸断されておりますので、こういった状況

でございます。 

 また、自転車通学の子供たちを見ましても、この組

立歩道といいますが、歩道のコンクリートと歩道版の

パネルの間でタイヤが切れるというふうなことも結構

ございまして、あえてこちらから向かって左側の山側

部の歩道について、ぜひとも早急な整備をしていただ

きたいと思いますけれども、もう一度ご回答について

お願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  先ほど市長のほうからも答

弁いたしましたとおり、この路線は県管理の国道でご

ざいます。 

 県のほうにもたびたびお願いはしておりますけれど

も、当地域３筆ありまして、筆界未定地です。その中

でも共有地がございまして、当地、８名の方が共有し

ていると、その方々がほとんど亡くなっている部分が

あると、そのほかに境界に対して同意がいただいてい

ない方がまたおりまして、どうしても境界の境を決め

ることにつきまして、行政ではなかなか入っていけな

いということがあるので、ご理解のほど、よろしくお

願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  今のお話を聞いてますと、な

かなか永久的にできないような雰囲気を受けるわけで

すけれども、実際は個人情報ではございますけれども、

自動車学校の経営者さんもかわったようでございます

し、やり方によっては、例えば収用事業認定とか、そ

ういった収用法についても、道路についてはどの地区

でもどの市町村においてもやっている経緯がございま

すので、諦めずにこれからも取り組んでいただきたい

と思いますけれども、今後の計画についてもう一度お

願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  地権者の方の一人、亡くな

られたということは、振興局、土木のほうにお伝えし

ております。 

 また、収用法につきましては、歩道に関してはなか

なか難しい点等がありますので、ご理解のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございます。いず

れ、県のほうに、引き続き粘り強く、その辺について

はお願いをしていただきたいというふうに思います。

事故があってからでは遅いので、一日も早く、歩道の

開通に向けてよろしくお願いしたいと思います。あり

がとうございます。 

 続きまして、教育長にお願いしたいと思います。 

 14番の総合運動公園基本構想について、これは、午

前中の上山議員の質問とも重複いたしますけれども、

場所はこのような南田地区といいまして、これ、千葉

課長さんからいただいた資料に私が漫画を書いたわけ

ですけれども、このような状態が想定をされます。 

 一つは、手前の長内中学校に行く前の道路ってのが

大体標高が10メーターくらい、こちらの野球場建設予

定地のほうが、トップで標高70メーターぐらい、Ｔ.

Ｐ.70ってことでありますけれども、その標高差が約

60メーターぐらいあるわけです。そうした場合に、私

が書いたピンクのラインってのが残置森林の予定地で

ございまして、それが3.5ヘクタール。だけども、森

林法、残置森林率からいきますと、全体の40％は残置

森林でとらなければいけないので、これだけではだめ

で、さらに造成森林っていうのもつくる必要がござい

ます。そのほかに、残置森林の手前、緑色のラインで
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すけれども、これがのり面となるのではないかなとい

うふうに思います。 

 また、田んぼ側の、水色の部分ですけれども、これ

はどうしても盛り土斜面というのが出るのではないか

なというふうなことで、実際の造成地、平場とすれば、

ほぼ10ヘクタールぐらいの平場しかないと思うわけで

すけれども、この辺についての、今あります画と実際

の造成をされた後の必要面積といいますか、その辺に

ついての見解はどのようにお考えであるか、いま一度

お聞かせいただきたいというふうに思います。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  私たち、構想の中で、施

設の配置とかそういったものを構想図の中で示してる

わけなんですが、詳しく配置するに当たっては、基本

計画の中でいろいろ作業していくこととなります。そ

の中で、どういった形が 適なのかという部分はつく

っていかなければならないと思っております。 

 そういったことで、面積については、ちょっと今、

確認はいたしますけれども、考え方とすれば、今後、

詰めていかなければならない事項はあると思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  あともう一点、交通アクセス

について、三沿道が近いからということでありますけ

れども、実際、三沿道からの直接の流入といいますか、

出入りについては見込みのほうはどのようなお考えで

しょうか。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  三沿道からの流入の、こ

れは数とかそういったことでしょうか。 

 現段階では、インターチェンジが芦ケ沢周辺にでき

ることになっておりますので、そちらから現在の道路

等を活用して入ってくるというふうな形になるかと思

っておりますが、将来的には、どういった形でつなぐ

かとか、そういった部分は検討を要するものだという

ふうに思っております。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ということは、しばらくは小

屋畑川沿いのあの狭い道路、そういったところも使用

せざるを得ないということでしょうか。 

○議長（中平浩志君）  澤里教育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  そういうことになります。

現在ある道路について、当面は使用していくというこ

とになります。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  ３番小倉利之君。 

○３番（小倉利之君）  ありがとうございます。いず

れにしましても、今、基本構想段階で、これから詳細

になって、詳細なところを決めていくということだと

思いますけれども、こういった地形的な制約というの

は、どうしても 終的に問題化するということもござ

いますので、これから詳細に詰めるに当たりまして、

市当局、教育委員会の方も把握されて進めていったほ

うがよろしいのではないかなということで、あえて今

回提示をさせていただきましたので、よろしくお願い

したいと思います。 

 いずれ、午前中の上山議員に対するお答えの中にも、

８年か９年、久慈市に野球場がなくなるということで

ございますので、そうしますと、今、１年生に入った

子供さんが中学校終わるまで新しい野球場ではできな

いということになりますので、一日も早い野球場、総

合運動公園の完成を目指していただくよう努力をお願

いをいたしまして、私の再質問を終わらせていただき

ます。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  小倉議員の一般質問に関連し

て、何点か質問をさせていただきたいと思います。 

 関連質問に当たって、議場スクリーンを使わせてい

ただきたいので議長のお取り計らいをお願いいたしま

す。 

○議長（中平浩志君）  少々お待ちください。12番畑

中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  それでは、質問項目の13番、

除雪対策についてお尋ねさせていただきます。 

 実は、土木建設費が各自治体で圧縮されて 近少な

くなってきていると、こういうふうなことでありまし

て、そういう中で、どこの自治体でも土建屋さんが少

なくなって重機等の所有が少なくなっていると、しか

も小型化しているというふうなことのようであります。 

 そういうことで、盛岡の玉山地区で、実はトラク

ター除雪をしていたということを仄聞いたしまして、

よくよく聞いてみたら、警察のほうの指導があったみ
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たいで、これができなくなったと、こういうふうなお

話を仄聞したんです。各自治体とも除雪の重機が不足

しているんだなというふうなことで、私は久慈警察署

のほうに、確かな情報を得たいと思ってトラクターの

除雪について問い合わせをいたしました。そうしたら、

これはグレーゾーンだというふうな回答をいただきま

したが、正式な回答は待ってもらいたいと、関係部署

から確かな情報を得て回答をさせていただきたいと、

こういうふうなことで、１カ月ほどしたら、やっぱり

グレーゾーンはブラックゾーンであって、そういうこ

とでだめだと。その理由は、農作業の専門機械で、公

の道路の走行することも可能なわけですけども、機種

の構造上、安全上からやはり認められないと、こうい

うふうな回答をいただきました。ですから、もうトラ

クターは、今の規定の中では使えないということは私

も存じております。 

 そういう矢先に、実は、一戸町の奥中山コントラク

ターという会社が除雪作業をしているという話を聞き

受けまして、実は会社のほうに運んでみえたのがトラ

クターであります。これは、車体の本体が2,000万す

るトラクターだということで、夏場、秋口は、パート

ナー作業機があれば、１日に５ヘクタールのデント

コーンを処理できる、大変高性能な高出力のトラク

ターだというふうなことでありましたが、冬季は休眠

状態でありますから、これを除雪に使っていると、こ

ういうふうな説明を社長さんからいただきました。 

 これが、前から見た除雪機の除雪板であります。下

のほうに硬質ゴムを使って、アスファルトを傷めない

ような構造になっております。その次。これは、後方

部分の除雪機、いわゆるロータリー除雪機のような役

割を果たすということで、2.7メーター、１間半の幅

員の除雪が可能だということでありました。 

 こういうことで、このロータリー除雪機の購入費用

が140万ぐらい。前のほうの除雪板のほうが80万で購

入したということを社長さんから聞きまして、もう年

間契約で、大型店なり、違法でない除雪しなければな

らないところを除雪させていただいてると、こういう

ふうなことでありました。 

 そういうことで、私は、これからますます除雪、重

機が少なくなるということと思いますんで、何とか継

続して公道を除雪できるような要望をすべきと思いま

すし、また、ここではそういうふうな大型店等の広場

等をこういうふうなトラクターでやって、逆に公共事

業等で自分たちがやっている公道は大手建設会社がや

っていると。ある程度、作業機のすみ分けもできてい

るのかなというふうなことを感じました。 

 こういうふうなトラクターの組織化とすみ分け等の

考え方等も含めて、これから除雪対策に当たったらど

うかと思いますけれども、ご所見をお伺いしたいと思

います。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  議員おっしゃいますように、

除雪に関して、大型トラクター、こちらのほうがかな

り有効であるということも聞いております。また、ア

タッチメント等さまざま出てるようでございます。

200万円前後でロータリーがつくようなアタッチメン

トもあるということで、これはかなりの効果があると

聞いておりますけれども、警察のほうにまた聞きます

と、これは完全通行止めにしてからでないと市道等は

除雪できないということを伺っております。 

 今後におきましては、今現在、除雪車両がほんとに

少なくなってきておりますので、何とかこういったも

のも活用できないか、さまざま、他市の例等も参考に

しながら研究してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  何年か前だったと思うんです

が、山根地区で火事がありまして、山根温泉から山際、

西側ですか。火事があって、実は夕方に火事の支援の

一報が入って、それから除雪しながら火災現場に着い

たのが夜中の12時ごろだったというふうなことを聞い

ております。このときは、１メーターを超す、もう局

地的な大雪が降ってのことで、皆さんがなかなかにし

て難しいだろうなという意見を持っておられるわけで

すが、そうではなくて、50センチとか40センチの大雪

等の場合、そういう場合等に、交通管理者の警察のほ

うで、車が全然動けない、交通できない状況を解消す

るために、道路管理者が通行止めをしてそこの除雪を

するということは、私はむしろ警察のほうでも期待す

るところかなというふうに思います。緊急自動車等の

出動があったときにその役割が果たせないようなこと

では、やはり道路管理者としての責任といいますか、

そういうことも問われる事態もあるかもしれませんの

で、ぜひ除雪の対策を多様な方面から考えて対策をす
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べきと思いますけれども、もう一度、ご答弁をお願い

したいと思います。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいま議員さんからおっ

しゃるとおり、さまざまなケースがあろうかと思いま

すので、さまざまな角度から、警察等関係機関とも相

談しながら、どのようなことができるのか、研究して

まいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  質問項目１番の②の冬季の倒

木対策についてお尋ねをしたいと思います。 

 国では、道路法第44条第１項で沿道区域の指定を定

めて、道路の安全通行確保をしておるわけであります

が、沿道区域の指定、この内容と、指定した場合のメ

リットについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  これは、道路法第44条沿道

区域における土地等の管理者の損害予防義務について

ということでございます。 

 この内容といたしましては、「道路管理者は、道路

の構造に及ぼすべき損害を予防し、又は道路の交通に

及ぼすべき危険を防止するため、道路に接続する区域

を、条例で定める基準に従い、沿道区域として指定す

ることができる」というものでございます。 

 具体的には、道路管理者は、「沿道区域内にある土

地、竹木又は工作物の管理者は、その土地、竹木又は

工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険

を及ぼす虞があると認められる場合には、特に必要と

認められる場合において、必要な措置を講ずべきこと

を命ずることができる」ということで、現在は、木が

出ているとか工作物が傾いてきてるという場合は管理

者の方にお願いをしているわけですけれども、これが、

伐採や除去を命令することができるということでござ

います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  今回の１月の被害を見てみま

すと、停電が例えば6,510世帯、８地区で。それから、

近除雪を担当している重機運転の方に聞きますと、

もう倒木で、その倒木の後始末で大変除雪作業に難を

しているというふうなお話も聞きます。 

 そういうことで、私は、沿道区域の指定等によって、

こういうふうな停電の解消、時間・日数の短縮、それ

から除雪等がスムーズに行くような、そういう行政と

しても取り組みをしたほうがいいのではないかという

ふうに思いますが、この沿道区域の指定は、地方自治

体で条例を定めて、そうして運用できると、こういう

ふうなことになっておりますけれども、久慈市に沿道

区域に関する条例の定めがあるかどうか、ちょっとお

尋ねしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  久慈市では、このような条

例は制定しておりません。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  私ども、町内でもそうなんで

すが、 近、もう雪折れがして、道路にかぶさったと

かいって、じゃあ、所有者にということで当たって、

処理していただくように話をするんですが、高齢化も

進んで、チェーンソーがないし、もうぜひやってもら

いたいと、こういうふうな話がほとんどであります。

久慈市の市道であれば、当然、道路管理者のほうにそ

の役割といいますか、手間暇かけての義務っていいま

すか、そういうのが回ってくるというふうに思うんで

すが、こういうふうな条例を定めることによって、も

う夏のうちからとか、危険木、林立する折れそうな木、

雪折れしそうな林とかというのは大体わかるわけであ

りますから、条例を定めて、そうしたしっかりと指導

をして、そういうふうな除雪なり、停電等が起こらな

いような、市として対策を講ずべきと思いますけれど

も、考えをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  １月18、19の湿った雪の倒

木、枝折れ、これに伴いますライフライン、これは大

変な、４日間停電が続くというふうな、市民生活に多

大な影響がありました。市でも、除雪の際、除雪した

いところに電線が垂れ下がってると、除雪もできない

というふうな状況でございました。 

 ただ、これは本当に想定を超えるような、今回、雪

でございまして、この条例の制定に関しましては、ま

ず他市の例等いろいろ聞いてみて、県内はちょっとこ

の条例を制定してる市町村ないようですので、県外制

定してるところ等から、メリット・デメリット等いろ
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いろ研究しながら、今後とも検討してまいりたいと思

います。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  質問項目の７番目の汚泥処理

施設に関して質問させていただきますが、３・11の震

災から５年がたったわけでありまして、その間、どう

なのかなと、もうアワビの稚貝の放流もかなりの期間

なかったということで心配しておったんですが、そこ

そこ、このアワビの漁獲といいますか、あったという

ふうなことで、これも自然の放流、前からの自然の繁

殖等もあってのことかなと。このことは、今まで漁業

集落環境整備事業等を進めてきた、その成果かなとい

うふうに私は思っております。大変、そういう面では、

思った以上の収量があったというふうに漁民も思って

いるのではないかというふうに思いますが、一方で、

また、漁業といいますか、環境整備事業の終末処理か

らの排水、付近の海域、ここについては、限られた海

域でありますけれども、魚民の皆さんは、アワビ等の

生息個体数がどう見ても減っているというふうな感想

を持っている方が多いようであります。 

 そういう中での、今回、洋野町中野に汚泥処理施設

ができるということのお話が来たわけでありますが、

桑畑のこの高家川っていうのは、河川は岩手県の二級

河川で、そして洋野町と久慈市の中間、境に流れて流

入している河川であります。そういうことで、施設が

中野に建つからということで、今、先駆けて中野のほ

うで説明会が入ったのかもしれません。もう三回、四

回やって、県南のほうの施設も見てきたというふうな

ことで話があったわけですが、あそこは、桑畑橋が通

ってから、もう中野と桑畑というのは同一地区といっ

てもいいぐらい、人の交流なり、いろいろな話題なり

情報が行き交っている地区でありまして、実は桑畑地

区の人たちは、中野でも見学会まで終わったっていう

ので、こっちにないから、有家川に放流っていいます

か、汚泥施設の排水は行くんじゃないかっていうふう

な感想、そういうのを持っておった方もあったようで

あります。 

 そういうことで、やはり共通する境ごとの河川に流

れる排水等でありますから、同じぐらいの時期に説明

会をしたり、そういうふうなことをしなければ、やっ

ぱりいろいろ誤解を招いたり、そういうふうなことも

あろうかと思いますし、また、同僚議員も広域に行っ

ているわけですが、事務事業の説明会なり取り組みが

報告されていないから、中野でそれぐらい説明があっ

て、久慈市のほうで説明がされてないというのもわか

らないっていうことだと思うんです。ですから、事務

事業の説明会なんかもきめ細かく実施していただくよ

うに、あわせてご要望いただきたいなということでお

願いを申し上げますけれども、ご所見をいただきたい

と思います。 

○議長（中平浩志君）  中居副市長。 

○副市長（中居正剛君）  ただいまの久慈広域連合が

進めております汚泥再生処理施設建設についての住民

に対しての説明会、そのほか事務事業の説明会等、き

め細かくやるべきだというご指摘でございます。 

 そのとおりだと思っております。これについては、

久慈市から広域連合のほうに申し入れをし、丁寧な説

明会になるようにさせたいと思いますので、どうぞよ

ろしくお願いします。 

○議長（中平浩志君）  12番畑中勇吉君。 

○12番（畑中勇吉君）  一点だけ、あと、災害関係の

関係なんですが、実は、桑畑漁港、10トン未満のテト

ラが配置されて、もう大しけでなくて、中規模ってい

いますか、低気圧しけでも、テトラポッドが漁港、泊

地内っていいますか、係船水域に散らばるというのが、

もう、しょっちゅうであります。これ、抜本的な改善

を要望しなければ、50トン、60トンのテトラが大しけ

で移動したり沈んだり転んだりっていうふうな中に、

10トン未満のテトラじゃとてものものじゃないってい

うふうなことを思いますが、抜本的な要望についてど

のようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思いま

す。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  桑畑漁港の今回の被

災にかかわっての、そもそも据えつけになっているテ

トラが軽量過ぎるというふうなご指摘でございまして、

これは、整備年次が古いというふうなことで、当時の

基準に沿って整備したものでございます。 

 ということで、ご指摘のとおり、今回、相当に流出

した、あるいは港内に飛ばされたというふうなものも

あったわけなんですが、いずれ、この件に関しまして

は、ただいま漁港施設の機能強化事業ということで横

沼漁港等で取り組んでおるわけですが、こういった国

の制度を活用できるかどうか検討してまいりたいと思
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いますし、現状を訴えて、要望してまいりたいという

ふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  それでは、小倉議員の一般

質問に関連いたしまして、私も大きく分けて４点ほど

質問があるんですが、時間の関係もありますんで、簡

単なほうから順を追ってご質問申し上げたいと思いま

す。 

 まず 初の質問は、質問項目の８番でございます。

周産期医療についてということでございます。 

 先ほどの市長の答弁の中で、これは今回の予算に盛

られているというような話がございました。したがい

まして、この点については、一点だけ、１点、５点だ

けご質問を申し上げたいというふうに思います。 

 妊婦さんの交通費、これについての補助であるとか、

あるいは家族の宿泊費１万円というふうなお話がござ

いました。これについて、家族っていっても、今の時

代の家族の定義っていうのはなかなか難しいものでご

ざいまして、収入を共にする同一世帯の家族、これは

家族なわけでございますが、収入がそれこそ同一では

なくて、住んでる場所も違う、しかし、例えば３キロ、

４キロ離れたところにひとり暮らしで住んでいるおば

あちゃんがいるとかおじいちゃんがいるって、そうい

うケースだって多々あるわけでございます。したがい

まして、この家族っていう定義をどういうふうに理解

してよろしいかということ。 

 それから、もう一つは、補助金の、これは自己申請

によるものなんですか。それとも、もう二戸なら二戸

の病院に入院したという時点で、病院側に手続の用紙

か何かがあって、そこで手続をするものなのかどうな

のか。その点についてお伺いします。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  お産・育児支援事業

の出産宿泊支援事業でございますが、家族の定義とい

うご質問でございました。 

 これにつきましては、付添者１人に対する宿泊費と

いうことで考えておりますので、市長答弁では家族と

いうふうな表現をいたしましたけども、内容につきま

しては、付添者ということで考えておるものでござい

ます。 

 次に、申請の手続ということでございますが、これ

につきましては、市役所の保健推進課で、誰がどこで

出産したとかというのは情報として抑えてございます

ので、それに基づきまして、ご本人に直接当たるとい

うふうな考え方で、今、進めております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  はい、わかりました。その

後のことは、予算委員会でお聞きいたします。 

 ２点目は、質問項目の第９番目の市における社会福

祉分野の現状についてということなんですが、先ほど、

この③のほうの 後のところで、その結果を数値で示

せっていうような質問項目があるわけですが、市長の

ほうからは、市とか事業者との取り組みについては説

明がございましたけれども、その結果、例えば介護福

祉士とかあるいは社会福祉士とか、そういうスタッフ

の状況がどのような数値をたどっているのかというお

話がございませんでしたので。 

 ただ、この②と③っていうのは、実はこれは切り離

せない問題だというふうに私は思ってるんです。離職

率が高いとか、あるいは慢性的に人手不足だっていう

のは、これは先ほど市長も言ったように、賃金が安い

とか、あるいは仕事が過酷である、こういう認識はみ

んな持ってるわけです。それで、全国的にもスタッフ

が不足している状況っていうのは57.9と、大体変わら

ない数字なんです。それから、離職率が16.5％と、こ

れも変わらんと。だから、こういう現状と課題、問題、

そういうものはみんなが認識してるんです。 

 その上に立って、じゃあ、何をしなければならない

のかということなんですが、こういう生活支援、そう

いうものの施設っていうのは、利用者を支援するって

いう、それが目的なわけでございますので、スタッフ

の育成と充実、そういうものがやはり急務であろうと

いうふうに思うんです。しかし、これがなかなか成果

が上がらないっていう。 

 なぜ成果が上がらないかっていうと、そういう労働

の賃金が安いとか仕事が過酷だというような、そうい

う状況もあろうかと思いますけれども、実は社会福祉

士とかあるいは介護福祉士、これは国家試験の資格で

ございますけれども、これを取るのにかなり高額なお

金がかかるんです、25万とか30万っていうような。と

ころが、賃金が安くて過酷な仕事をしているみんなは、

このお金を原則的には個人が払わなきゃいけないわけ
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です。ところが、これも払えない、個人が、そういう

生活状況の中では。 

 そこで、やはり事業主とか事業者とか、あるいは市

とか、何とかこういうスタッフを育成していくんだと

いう形での支援というもの、そういうものは考えられ

ないのかどうなのか、そこをお伺いしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  スタッフの養成とい

うことでございますが、先ほどの市長答弁でもご答弁

申し上げましたが、岩手県の事業でございますが、岩

手県介護人材就業促進事業という事業がございます。

これは、事業主が雇用をしながら、雇用に対する補助

金をいただきながら資格取得を目指すというものでご

ざいまして、今年度は久慈市では１事業所がこれを受

けておりまして、３名の方がこれを使いながら就業を

して、資格取得を目指しているという状況にございま

す。 

 こういうふうな補助事業も利用しながら、市として

もスタッフの育成・養成に支援をまいりたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  はしょるようで、大変失礼

ですけれども、次の質問に移ります。 

 市長、これは、私宛に来たファックスなんです。こ

の質問は、これは市の単独事業の中に移住定住促進事

業がありますし、移住定住促進事業費補助金という、

二つ、これは単独事業であるわけですが、これに絡ん

での質問になるわけですけれども、実はこれ、ファッ

クスは、ある版画家の方が久慈に来て創作活動をした

いと。ですから、何とかお役に立ってもらえないかと

いうような。ついては、少し名の売れた人も連れてい

ってみたいというような、そういうような、芸術家が

来るっていうような、久慈に来て、住んで、創作活動

をしたいっていう。 

 単にその方が久慈に来て創作活動をするっていうの

ではなくて、今の時代っていうのは、企業の社会的貢

献。これの第一義的な社会的貢献というのは、当然企

業でございますんで、企業を立派に育てて、従業員を

きちっと養なって義務を果たすというのが、これ、一

番の社会的貢献なわけでございますが、そのほかにも、

企業、特に国内の大手あるいは国際企業といわれるよ

うな企業の中には、芸術文化振興団体とか財団とか、

そういうものをつくって、そういう方々の支援をして

いる大きな企業がたくさんあるわけでございます。ソ

フトバンクでも、そういう支援がございます。ソフト

バンクの場合には、これは任意の団体でも構わないと

かというのがあるんですが。 

 実は、このファックスで書かれてある、中藤文彦さ

んという方、この方は、テルモという、医療機器とそ

れから医療薬品、それの大手なわけでございまして、

世界で160カ国で事業を展開していると、そういう大

きな会社なわけでございますが、そこの芸術振興事業

団が、芸術家の創作活動を支援しますよということで、

現在それに応募しているということです。 

 この方の経歴が、実は三戸町の版画の研究所、町営

研究所であって、10年前にはそこに勤めてたっていう

ようなことでございまして、彼のいろいろな、世界の

８カ国、版画展、そういうものにも出品をしたりして

いる、経歴からして、今回のテルモの創作支援を受け

る、それに応募してるわけですが、合格をするんでは

ないか、採用するんではないか、間違いないだろうと

いう話なんですが、結論は３月に出るっていう、もう

そろそろ、もう少しで出ると思うんです。その方は、

１年間100万円の助成を受ける。その100万円をいただ

いて、久慈市に来て、実は久慈市のやはり全国でも珍

しい、あーとびる麦生っていうところがあるんですが、

そこを創作の拠点にしたいというようなことで、こう

いう話になっているわけでございます。 

 ただ、市のいろいろな、100万円ではアパートを借

りたり何したりするっていうようなことになると、

あーとびるもゲストハウスがございますけれども、こ

のゲストハウス、貸すことができないんです。実は、

それを活用しているわけでございますんで。じゃ、こ

の方がよその住宅、アパートを借りたと、家賃がどう

したこうしたっていうふうになると、100万円ってい

うお金は生活費に充ててもいいわけですんで、すぐに

もお金がなくなってしまうというような状況であるわ

けです。 

 ただ、久慈市の定住促進、この単独事業の中には、

これに当てはまる制度がないんです。でも、せっかく

来るっていう。あるいは、彼のいろいろな友達、芸術

家が来たいと、私も行ってみたいというようなことで、

そういうような流れが出てきているわけですんで、こ
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れ、何とかしたいなというふうに思うんですが、少し

でも創作の支援、こういうものができたらなというふ

うに思うんですが、久慈の事業の中にはそういうもの

が当てはまるものがない。これ、何とかならないかな

というふうに思うんですが、総合政策部長さん、空き

家バンクとか何とかいろいろやってますけど、そうい

うところで、こういう方々がいた場合には、何か協議

とかどうするとか、そういうような対応を協議した経

緯っていうのは今までございますか。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  このような今まで申

し入れといいますか、そのような形で協議した経緯は

ございません。 

 ただ、今、現行の制度ですと、議員おわかりかと思

うんですが、移住定住促進事業費補助金、この中です

と、空き家バンク登録住宅の賃貸に係る家賃というこ

とで、低額ですが、２万円以上の家賃の場合に１万円

を補助すると、支援するという内容でございます。 

 ただ、今のお話のとおり、それだけではやはりいろ

いろな生活部分でも支援が必要かと思います。まず、

具体的にどういうことができるかというのは、他市の

動向等も見ながらですが、まずは現行制度の中でいろ

いろ真摯に丁寧に相談対応していきたいと考えており

ます。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  私の本音っていうのは、実

は補助金欲しいって言ってるわけではないんです。そ

の方が居住できるスペースとアトリエ、そういうもの

があればいいんだと。私は、むしろ、アパートに住ん

だりするよりは、そういう方々の友達がいっぱい出入

りする、芸術家の友達が出入りする、そういう方々が

来やすく、あるいは自由に来れるように、むしろ侍浜

の付近を芸術村っていうふうに位置づけて、そういう

方々には、勝手な話で申しわけなんですけれども、角

柄の分校の校舎を活用していただくとか、そうすれば、

１人、２人じゃなくてもいろいろ活用できるような状

況だってある。そういうつながりを持ちながら、やは

り新しい交流人口っていうんですか、そういうものを

拡大をしていくというような考え方をやはり持ったほ

うがいいんじゃなかと思うんですが、いかがですか。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  版画家とおっしゃい

ましたが、そのような芸術家の方が久慈で創作活動を

すると、そういう部分につきましては、まずは久慈市

を気に入って、そこで創作活動をしていただく。そし

ていろいろな情報発信をする。そういう部分ですと、

市にとってもイメージアップ。そういう部分ですと、

移住定住としても、全国的にはまだそこまで取り組ん

でるところは少ないですが、新たな形というのは見え

てくるのかなと思います。そういう部分で、空き家が

よいのか、あるいは廃校等の利用なんかも、今後いろ

いろ丁寧に相談に乗っていきたいと考えております。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 

○21番（髙屋敷英則君）  続いては、市長にも一言ご

答弁をいただきたい。 

 私は、こういうときなんだと思うんですよ、市長の

出番ってのは。市長が、大きな企業に限って、芸術文

化振興とかそういうことを打ち出して社会貢献をして

いるわけです。そういうところに市長がアクションを

起こすという、メッセージを送るという、そういうよ

うなことというのは、市そのものに現在制度がなくて

も、お金がなくてもできるわけでございますんで、非

常に大きなインパクトがあって、そろそろ時代も、市

長が産声を上げたとすれば、そういうものに応える、

ぼちぼちそういうような時期に来てるんじゃないかと

いうふうに思うんですが、一言。次の質問もあります

んで、簡潔にでよろしいですから。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいま、髙屋敷議員からお

話ございました。質問いただいたときには、芸術家の

誘致ということでお話ありまして、具体的にそういう

お話が来てるっていうのは、今、ここの場でお聞きし

ましたので、状況が把握できないまま、一般論として

のお話というふうに思っております。 

 芸術家といいましても、さまざまな分野、さまざま

な方がいらっしゃるだろうと。いわゆるプロの方から

自称、アマチュアから、いろいろあると思いますので、

選択肢としてはこれからの検討事項にはさせていただ

きますが、一般論として、芸術家だから特別扱いとい

うことだと、今、ちょっと何とお答えしていいかなと

いうふうな戸惑いは感じておりますが。具体的な、人

にもやっぱりよるというふうな感じは今は持っており

ますけども、これについても検討させていただきます。 

○議長（中平浩志君）  21番髙屋敷英則君。 
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○21番（髙屋敷英則君）  時間がないので、多分、質

問まで持っていくには、もう大変だと思うんで、もう

一つ、実は自治体の広域合併についても質問したいと

いうふうに思ってましたが、これについては６月に質

問という形でやらせていただきますが、きょうはどう

いう思いでこの一般通告を項目に出させていただいた

か、その点をお話して終わりたいと思うんですが。 

 先ほどは、この時期にまた広域合併の話をする、と

んでもないと、時期尚早だというふうに思われるかも

しれませんけれども、私は決してそうは思わないんで

す。あと10年、15年たつと、必ずこういう問題は起き

てまいります。人口が減少する、そして税収が減る、

交付税が減る、その一方では、合併特例債みたいもの

をだしにして、そういう圧力はないとはいっても無言

の圧力がかかってくると、これに自治体がどういうふ

うに対応できるか、耐え得るか、そういうような状況

っていうのは必ず出てくるもんだというふうに思って

おります。 

 ただ、私は 近、いろいろな面で、例えば保育料の

問題であるとか、あるいは医療費の問題であるとか、

各広域の自治体がサービス合戦をやってるという、こ

れ、非常にもう少し何とかならんのかなというふうな

思いがしております。といいますのは、単に広域の連

携を深めるというよりも、これから長い10年、20年、

そういうスパンをかかって、広域の政策的な連携とい

うふうなものも、これを強化していかなきゃならんじ

ゃないかなというふうな思いがありまして、実はきょ

うもそこを質問したかったんですけれども、時間がご

ざいませんので、この点については改めて６月、私の

登壇の順番でございますので、６月には、これ、正面

から取り上げてご質問申し上げたいと思います。 

 ちょうど時間でございますので、どうもありがとう

ございました。 

○議長（中平浩志君）  この際、小倉議員の総合運動

公園の質問に対する保留中の答弁を求めます。澤里教

育部長。 

○教育部長（澤里充男君）  小倉議員さんの質問の中

で、南田地区の想定している平場の面積ということで

保留しておりましたけれども、施設だけの面積でいき

ますと、大体８から９ヘクタールを想定しております。

その中で、施設間のスペース等を考慮いたしますと、

約概算で10ヘクタールまでというふうに現在のところ

は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

 この際、暫時休憩いたします。再開は午後３時20分

といたします。 

    午後３時05分   休憩   

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

    午後３時20分   再開   

○議長（中平浩志君）  休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 一般質問を継続いたします。 

 次に、日本共産党久慈市議団、小野寺勝也君。 

    〔日本共産党久慈市議団代表小野寺勝也君登壇〕 

○16番（小野寺勝也君）  日本共産党久慈市議団を代

表し、当面する市政をめぐる諸課題について、市長に

一般質問をいたします。 

 質問項目の第１は、公契約条例の制定についてであ

ります。 

 公契約とは、国が地方自治体に発注する公共工事や

委託事業について、民間業者と結ぶ契約であります。 

 国内で、公共事業や委託事業にかかわる労働者は

1,000万人を超え、その事業規模は、70兆円前後にも

上っております。 

 当市においても、かなりの比重を占めております。

しかし、近年自由競争と財政難を理由としたコストカ

ットによる働く人々の労働条件や、働くルールが低下

をし、官製ワーキングプアの増大となってきておりま

す。 

 こうした状況は、働く人々の生活を困難にするだけ

でなく、利用する市民の利便性を損ない、さらには、

住民の安全・安心をも脅かしかねない危険性を持って

おります。 

 公契約適正化の運動は、労働条件の改善と公務、公

共サービスの適正な運用で、安心・安全なまちづくり

を求める運動して広がり、39の自治体や条例、または

要綱をつくっております。 

 当久慈市でも制定すべきと思いますが、お尋ねをい

たします。 

 質問項目の第２は、復興・創生期間の主要事業につ

いてであります。 

 ３・11大震災から５年、復旧・復興が進んできてい
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るとはいえ、なりわいの再生など課題もあります。 

 そこで、復興・創生期間の主要な事業についてお示

しください。 

 質問項目の第３は、保育料の軽減についてでありま

す。 

 久慈市では、昨年から第３子以降の保育料の無料化

に踏み出すなど、子育て支援に力点を置いてきました。 

 国においても、新年度から年収300万円未満の世帯

に対して、多子計算による年齢制限を撤廃をし、第２

子の保育料を半額、第３子以降の保育料の無料化、そ

してひとり親世帯に対しては、第１子を半額、第２子

以降を無料化とするとしています。 

 この背景には、子供の貧困問題があります。子供の

貧困率が16.3％と、多くの先進諸国ではあり得ないこ

とで、日本の将来が危機的状況に陥りかねません。つ

いては、国の施策拡充をも踏まえ、第２子以降の保育

料無料化を実施すべきと思いますが、お尋ねをいたし

ます。 

 質問項目第４は、林業振興、森林整備の施策の具体

化についてであります。 

 隣の野田村で、ことし８月からバイオマス発電所が

稼働する運びと報じられております。 

 出力は１万4,000キロワットで、未利用材が７万ト

ン、バークが１万トン、製材端材が２万トンが必要と

いいます。木材の輸入化で国産材が外国産材に押され、

国産材価格が３分の１以下になり、自給率が30％を下

回っております。このため再造林や整備にはなかなか

手が回らない状況下にあります。 

 こうした中で、大量の未利用材の需要が見込まれる

ことは、当地域の林業振興にとって朗報といえましょ

う。 

 これを契機とした林業振興、森林整備の具体化を図

るべきと思いますが、お聞かせください。 

 質問項目の第５は、中小企業振興条例の制定につい

てであります。 

 一昨年６月に制定された小規模企業振興基本法は、

それまで施策の対象として光の当たることが少なかっ

た、主として、従業員５人以下の事業者に焦点を当て

たもので、同法第７条では、小規模企業への支援を自

治体の責務と明記をしております。 

 これまで、全国で184の自治体で条例化され、条例

の内容も小規模企業の位置づけがきちんとされている

こと、基本的施策を規定をし、地域内の経済循環の創

出など、政策方向を示すなどの特徴があります。 

 市としても、中小企業振興条例を早期に制定すべき

と思いますが、お尋ねをいたします。 

 質問項目の第６は、住宅確保の導入についてであり

ます。 

 今、市内で家賃３万円以下で風呂つきの賃貸住宅を

見つけるのは、なかなか困難と聞きます。 

 その一方で、賃貸住宅が老朽化をし、使われていな

い建物も散見されます。働く人の半数近くが非正規と

いう雇用状況、年金が減少という状況の中で、低所得

者、高齢者、子育て支援などの世代に低廉な家賃で、

一定の質の確保された住宅を供給することは、極めて

大事であります。 

 この点で、昨年から始まった住宅確保要配慮者あん

しん居住推進事業は、民間の空き家の改修工事などに

国が補助金を出して、一定の質が確保された低廉な家

賃の賃貸住宅供給をし、公営住宅を補完しようとする

ものであります。 

 当市でも、この事業の導入推進を図るべきと思いま

すが、お尋ねをいたします。 

 質問項目の 後は、水道事業についてであります。 

 水道料金は、消費税増税当時を除き、30年以上も料

金値上げをしてこなかった、いわば物価の優等生の感

がなくもないように思われます。 

 その一方で、平成７年度からは、原価割れの状況と

あります。この内容については、今後検証されること

となりましょう。 

 そこで、２点お尋ねをいたします。 

 今後の水道事業経営の基本的な考え方について、２

点目は総括原価方式でみた場合の経営状況はどうなる

んかお尋ねをいたします。 

 以上、７項目８件にわたって質問をいたしました。

よろしくご答弁のほどお願いをし、登壇しての質問を

終わります。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

    〔市長遠藤譲一君登壇〕 

○市長（遠藤譲一君）  日本共産党久慈市議団代表、

小野寺勝也議員のご質問にお答えします。 

 初に、公契約条例の制定についてお答えいたしま

す。 

 当市におきましては、岩手県と同様の観点で検討を
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進めることとしているところでありますが、県におき

ましては、平成27年３月に「県が締結する契約に関す

る条例」を制定し、同年４月から一部について先行し

て施行しているところであります。 

 その概要といたしましては、基本理念、県の責務、

受注者及び下請業者の責務等について規定し、また、

個別事項として特定県契約に係る措置、契約審議会の

設置を規定する理念型条例となっております。 

 今後とも、平成28年４月から順次本格施行される県

条例の取り組み状況及び県内他市の条例制定状況を注

視しながら、検討を進めてまいります。 

 次に、復興・創生期間の主要事業についてお答えを

いたします。 

 国では、平成28年度からの５年間を復興・創生期間

と位置づけ、心のケアなど復興の進展に応じて生じる

課題に的確に対応するため、必要な取り組みを強化す

るとしております。 

 当市の来年度以降の事業といたしましては、継続事

業として、住宅再建支援事業や避難タワー、避難道路

５路線、漁港海岸防潮堤及び総合防災公園の整備など

を予定しているところであります。 

 また、来年度から国が拡充を予定しております、被

災者支援総合交付金を活用し、被災者の健康管理や心

の復興事業にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 そのほか、国・県の事業といたしましては、三陸沿

岸道路、久慈港湾口防波堤の整備、久慈川及び夏井川

の河川堤防かさ上げ、宇部川ほ場整備事業などが継続

して進められており、いずれの事業につきましても、

国・県と連携しながら、早期の完成が図られるよう努

めてまいります。 

 次に、保育料の軽減についてお答えをいたします。 

 第２子以降の保育料無料化についてでありますが、

国におきましては、来年度から、年収360万円未満の

世帯について、多子計算に係る年齢制限を撤廃して、

第２子の保育料を半額、第３子以降の保育料を無料化

するなど、保育料の軽減拡充を予定しております。 

 第２子以降の保育料無料化の実施につきましては、

平成27年度から、新たに当市独自の子育て支援策とし

て、世帯の年収にかかわらず、世帯内第３子以降の保

育料無料化に取り組んでいるところでありますので、

その実施状況の検証を踏まえるとともに、国の動向も

注視しながら検討してまいります。 

 次に、林業振興、森林整備についてお答えをいたし

ます。 

 野田村で、本年８月から運転開始が予定されており

ますバイオマス発電施設は、年間約６万5,000トンの

木材利用が見込まれ、また、当市におきましても、４

月から稼働が予定されております侍浜町の熱供給施設

において、年間約１万トンの木材利用が見込まれてお

ります。 

 再生可能エネルギーの普及により、間伐材や製材端

材、バークなど、これまで利用が低調であった地域木

材が、木質バイオマス燃料として活用されますことは、

地域林業・木材産業の活性化を促進し、林家所得の向

上と、森林整備意欲の向上につながるものと期待して

いるところであります。 

 市といたしましても、これを契機と捉え、関係機

関・団体等との連携による国庫補助事業の導入など、

森林整備の推進に努めるとともに、木質バイオマスと

他産業との有機的な連携を図り、地域林業の振興に取

り組んでまいります。 

 次に、中小企業振興条例の制定についてお答えをい

たします。 

 本年２月末現在、全国で40都道府県152市区町の計

192自治体で、中小企業振興条例が制定をされており、

県内におきましては、岩手県、北上市及び一関市が制

定済みとなっている状況でございます。 

 中小企業振興条例制定のメリットといたしましては、

中小企業の振興に関する基本理念等を定めることによ

りまして、市内で事業を営む中小企業等への総合的か

つ計画的な施策の推進に寄与するものと捉えていると

ころであり、他市等の例を参考としながら、条例制定

に向けて検討を進めてまいります。 

 次に、住宅確保制度の導入についてお答えをいたし

ます。 

 住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業は、住宅に

困窮している低所得の高齢者、障害者及び子育て世帯

の居住の安定確保に向け、各地方公共団体等で組織さ

れている居住支援協議会との連携や、適切な管理のも

とで、空き家等を活用し、一定の質が確保された賃貸

住宅の供給を図るため、民間の空き家を改修する費用

に対し、１戸当たり補助対象費用の３分の１で、限度

額50万円を国が補助する制度であります。 
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 なお、家賃に関しましては、月額６万円以内で、賃

貸事業者が決定するものであることから、公営住宅よ

り高額となる可能性が懸念されるものでありますが、

当事業は、空き家対策及び住宅に困窮している要配慮

者世帯への住宅の供給という観点から、効果的な事業

であると考えられ、今後、関係団体などへの啓発に努

め、民間賃貸住宅の登録と情報提供への支援を実施し

てまいります。 

 後に、水道事業についてお答えをいたします。 

 初めに、今後の水道事業経営の基本的な考え方であ

りますが、水道事業は、市民に安心・安全で低廉な水

の供給を図ることを目的に、地方公営企業法に定めら

れた地方公営企業として、事業運営に必要な経費を水

道事業の収入で賄う独立採算制で運営することを基本

としております。 

 現在、人口減少による水需要の減少などにより、事

業収益の増加が見込めないことから、業務の効率化な

どによる経費節減等に努めるとともに、水道料金の見

直しを図り、健全な事業経営を目指してまいります。 

 また、水道施設におきましては、施設の老朽化など

の状況を評価・判断するため、さきに実施したアセッ

トマネジメントの結果に基づいた中期的な視点にたっ

た、施設の計画的な更新、長寿命化、耐震化を図ると

ともに、効率的な簡易水道の統合整備に努めてまいり

ます。 

 水道水を供給するための営業費用と、今後の施設の

維持のための資本費用を加えた額から、水道料金を算

定する総括原価方式は、水道事業を持続するための財

源を把握し、料金の適切な基準や料金体系を設定しよ

うとするものであります。 

 現在までのところ、久慈市の水道料金は、31年間据

え置かれており、この状態を続けた場合、経営破綻す

るおそれがあると指摘されていることから、久慈市水

道事業基本計画を策定し、本方式による水道料金の見

直しにより、持続可能な水道経営を図っていく必要が

あると考えているところであります。 

 訂正をお願いいたします。公契約条例答弁におきま

して、県条例の概要中、県の債務と申し上げましたが、

県の責務と訂正お願いいたします。 

 以上で、日本共産党久慈市議団代表、小野寺勝也議

員に対する私からの答弁を終わります。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を許します。

16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  公契約条例について答弁を

いただきましたが、実は、前回、平成26年９月議会で

も質問をし、県の条例制定の状況を踏まえて検討した

いということで、それから１年半経過して、今の答弁

も検討ということです。 

 私、この問題は大変深刻だと思うのは、いわゆる官

製ワーキングプアというか、そういう状況が、非常に

深刻になっているのを一つ紹介します。 

 これは、内閣府の調査ですが、正規雇用と非正規雇

用の男性で30歳代の人の、いわゆる既婚率、結婚して

いる率です。正規雇用の場合は29.3％、非正規雇用が

5.6％ですよ。 

 片や、30代で男性の場合は正規雇用で３割近い人が

結婚していると、ところが同じ30代でも、非正規の場

合は5.6％しか結婚できてないと。単純にそれだけじ

ゃないにしても、やっぱり経済問題が極めて深刻な影

響を与えているというのは、事実なんです。 

 実は、見た方もおられるかと思うんですが、先月の

23日のＮＨＫのクローズアップ現代、７チャンネルで

すか、ここで、やっぱりこの問題を取り上げて、この

状況っていうのは、まさに労働崩壊だと。それから中

小企業にとっては、技能、技術の継承ができないとい

うことで、雇用の劣化ということを強調して、５年前

に公契約条例を制定された多摩市、ここは賃金条項を

含んでいるんですよ。そこには、確かにそう言われる

と、財政の持ち出しはふえると、一時ふえるわけです。 

 しかし、そのことによって、地域経済が循環をして、

経済の活性化はしたと、そして、今、定住人口の問題、

盛んに議論されていますが、人口問題もそのことによ

って、ふえているということが報道されていました。 

 そういう点では、やはりこの問題は、民間任せとい

うだけでは、もはや打破できない状況に来ているんで

す。そういう点では、市長、検討と言われましたけれ

ども、検討、検討、ボクシングを想定させられるわけ

ですが、そろそろ、形の見えるものにしていくのが、

やっぱり自治体としての一つの責務、役割ではないで

しょうか。いかがでしょう。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  ただいまの件でございますけ

れども、先ほど答弁させていただきました、県の公契

約条例でございますが、内容は理念条例というふうに
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なっておりまして、ただいま、お話ありました、多摩

市のようなそういう実効性のあるところまでは、盛り

込んでいないというような状況でございます。 

 このワーキングプアの問題です。あと経済的な格差

の拡大は非常に問題だとは思っておりますが、そう意

味で、あと県内ではなかなか制定の実例もないという

ふうな、岩手県内の状況もございますので、そういう

意味でもう少し時間を頂戴したいというふうに思いま

す。 

 理念条例をつくってということでは、実効性がない

ということもおありかと思いますので、ここについて

は、もう少しお時間をおかしておきたいというふうに

思っております。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  今、答弁いただいて、確か

に賃金条項がないと、実効性にそぐわないと、その通

りだと思います。ただ、つくり方によっては、理念型

条例でも、やっぱりそこに道義的な縛りをかけるとい

いますか、社会的道義的な縛りみたいな、もしあれば、

例えば、理念型とか、ある程度の効果が期待できるの

ではないかと。 

 例えば、以前も紹介したのですが、札幌市、ここは、

いわゆる設計労務単価の工事発注の、国が決める設計

労務単価の８割以下のところは調べて指導しているん

ですよ。ですから、そういういろんな理念型の場合で

も、そういう縛る実効性を確保する方向が出てくるの

ではないかなと思います。 

 そういう点では、賃金条項が盛られれば、それにこ

したことは、もちろん前提ですけれども、場合では、

そういうのも探求すべきではないかなというふうに思

うんです。お聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  理念型でも効果を発揮するん

じゃないかというお話でございましたんで、その点含

めてもう少し時間をかけて、おいていきたいと思って

おります。 

 制定する必要が無いというふうに、そういうふうに

考えているわけではございませんので。もう少し時間

をおかせていただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  それでは、もう少しお待ち

します。ぜひ、いい形になるよう期待をします。 

 次に、その復興・創生の事業紹介いただきましたが、

一つ、防災公園の問題です、私どもは、従来から場所

の問題が不適だということで反対をしてきました。 

 しかし、実際には進んでいるという中で、よそのや

つ、あんまり言うのもいかがなものかと思うんですが、

県内でもラグビー場に、地域と行政や運動公園の整備

に復興費が使われるという報道があります。同じ防災

公園って言ってんだからまさに防災事業そのものだと

思うんです。 

 社会資本整備交付金を使えば、いわゆる２分の１で

す。ですからやっぱりどうしてもやるっていうんでし

たら、その復興交付金というのは、その復興費を 大

限詰めるということが必要ではないでしょうか。いか

がですか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  震災当時ですけれども、こ

の防災公園、さまざま復興交付金でお願いしたいとい

うことで、復興庁それから国交省のほうにお願いした

経緯がございますけれども、これは、 終的には復興

交付金ではなくて、社会資本総合整備の中の復興枠で

というふうな形に決まった経緯がございますので、ご

理解をお願いします。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  社会資本の復興枠というこ

とですけど、その負担率は２分の１にはかわりはない

の。それとも、２分の１以上になりますか、再度。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  終的には、裏のほうがつ

きまして約10割ということになります。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  10割補助になると、それは

わかりました。 

 次に、保育料軽減問題について、登壇のときにも紹

介しましたけれども、政府においても新年度から年収

360万円の軽減策、そしてひとり親世帯の軽減策が実

施される運びとなっています。 

 資料をいただきました。保育園児の現在、子供さん

の世帯数というのが898世帯で、360万以下の世帯は

409世帯、これ45.5％、うち、ひとり親家世帯が98世

帯で10.9％ということで、半分近くがこの国の施策の

範疇に入るということになりますね。 

 そこでお尋ねしますが、第２子以降無料化にした場
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合、所要財源はどれくらいになりますか。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  第２子以降無料化に

した場合のタックスということでございますけれども、

あらあらの計算でございますけれども、１億300万く

らいかかるというふうに試算はしております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  １億300万程度という答弁

いただきました。それでは、国の施策の拡大に伴って、

市の負担がその分浮くわけですよね。それはどれくら

いになりますか、概算で結構です。 

○議長（中平浩志君）  和野生活福祉部長。 

○生活福祉部長（和野一彦君）  多子世帯の保育料の

軽減負担ということでございますけれども、これにつ

きましては、第２子が半額ということになるわけでご

ざいますが、これだけですと、月当たりにして60万程

度というふうに試算をしております。 

 それから、ひとり親のほうの関係でございますが、

これにつきましては、18万6,000円程度。これは月額

でございますが、18万6,000円程度というふうに試算

はしております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  私は、もう少し金額そのも

のが大きすぎたと思うんですよ。年額でも１万弱です。

そういう点ではちょっと、なかなか国の施策だけに頼

っての第２子以降というのは、大変だなという思いは

しますが、そういう国の施策の活用も含めて引き続き

努力をお願いしたいと思います。 

 次に、林業振興の問題、答弁をいただきました。 

 野田村でも６万5,000トン、侍浜町でも年間１万ト

ンということで、かなりの間伐材を含めての需要が見

込まれるということになると思うんですが、企業の雇

用でみますと、新聞報道で見ますと、25人程度という

のが出てましたけども、実際にこれに伐採とか集積に

かかわる、いわゆる林業労働者の雇用拡大も一定程度

見込まれると思うんですが、その辺はどういう見通し

になりますか。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  林業振興・森林整備

にかかわりまして、野田村のバイオマスパワー、それ

から侍浜での久慈バイオマスエネルギー、この部分で

の雇用の見通しというふうなことでございますが、直

接雇用の部分については、今議員がご指導いただいた

ような人数かと思っておりますが、それにかかわる伐

採でありますとか、そういった部分につきましては、

現状、数字を持ち合わせておりませんので、ご容赦い

ただきたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  林業労働者もいずれ、一時

的にもふえるということは、間違いのないとこだと思

うんです。それと林家所得の問題でも、６万5,000ト

ン、１万トンと年間７万5,000トンといえば、かなり

膨大な量になると思うんです。そういう点では、適正

な活用をしながら、林業の森林の持つ機能を維持発揮

させていくということの両輪でやっていく必要がある

と思うんですが、いわゆる、間伐材を含め集積する、

集める、範囲とは、どういう範囲規模を想定されてい

るんですか。 

○議長（中平浩志君）  浅水産業経済部長。 

○産業経済部長（浅水泰彦君）  木質バイオにかかわ

る原料となる集荷といいますか、材料を集める範囲と

いうことでございますが、今、宮古市とか一戸町それ

から八戸市にも同種のものが立ち上がっている、ある

いは予定されているものというふうなこともありまし

て、野田村の場合にはとりあえずは近隣なのかなと思

っておりますが、いずれにいたしましても、先ほど、

ご答弁申し上げましたとおり、相当の利用といいます

か、需要が見込まれるという中で、だんだん林道がま

だ整備されていないエリアからの集荷といいますか、

そういったものも必要になってくるだろうなというふ

うに思っておりました。 

 そういったことで、当面、ここ数年については、ま

だ近隣のエリアから集めれるかと思いますが、後々は

やはり岩泉町の範囲でありますとか、そういった林道

整備を進めながらというふうなことも想定されていく

んではないかというふうに思っております。 

 当久慈バイオマスの場合には、単に間伐材のみなら

ず、市長からご答弁申し上げましたとおり、これまで

利用されていなかった部分の製材端材でありますとか、

バークさらには、今、菌床シイタケから出てくる廃ブ

ロックといいますか、そういったものも当然にこのバ

イオマスのエネルギーになっていく、原料になってい
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くというふうに思っておりますので、当市の部分につ

きましては、さほど原料調達に苦慮することはないの

かなというふうに思っていますが、野田村の大規模な

部分につきましては、後年度においては、なかなかに

切り出す範囲といいますか、そういったところについ

ては、そのまずは基盤整備も伴いながら、というふう

なことが出てくるのかなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上でございます。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  住宅確保の問題についてお

尋ねをいたします。答弁をいただきましたが、国の補

助、戸建てで50万、アパート共同居住用だと100万円

という補助のようですけれども、これを推進するため

の居住推進協議会の設置が受け皿といいますか、必要

だというふうに思うんですが、協議会の設置状況はど

うなっているのか、お聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  住宅確保要配慮者あんしん

居住推進事業、これにかかわります居住推進協議会で

ございますが、これは岩手県のほうで立ち上げており

ます。 

 その中で、久慈市が入っております。盛岡、宮古、

それから久慈、それから一戸町まで、かなりの市町村

が入っておりますので、久慈市で、この事業を進めた

いという民間の方がおります場合は、県のほうの協議

会がありますので、そちらのほうとのやりとりになる

と思いますので、久慈でも事業起こせるということで

ございます。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  午前中も、住宅問題議論に

なりましたけれども、この制度は、たしか、補助率３

分の１、50万、100万の限度額ありますけれども、や

っぱり低所得者の住宅確保という点と、一定の民間の

資源を活用するという点では、地域経済の活性化を図

る上でも、一定の効果が期待できる制度、事業だと思

うんです。 

 そういう点で、希望任せといいますか、待ちの姿勢

ではなくて、積極的に啓蒙宣伝もして、大いに活用し

ていただく取り組みも、時には、まだまだ、これが事

業を周知されている状況にないと思うので、ぜひ、周

知を徹底する必要があるというふうに思うんですが、

お聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  この件につきましては、議

員おっしゃいましたとおり、空き家等の活用とか、そ

れから、別の用途から賃貸住宅に変えるというふうな

ことで、ある一定の効果あると思っております。 

 市といたしましても、これらにつきましては、ＰＲ

等に努めてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  次に、水道行政についてお

尋ねいたします。 

 市長は、答弁の中で、独立採算制ということで、効

率的な運営に努めると同時に料金の見直しも将来的に

出てくるであろうという答弁をされました。 

 そこで、独立採算制にかかってお尋ねいたします。 

 平成８年及び平成18年に水道事業に簡易水道会計を

吸収をしてきています。いわば、これは簡易水道、独

立採算を前提とする会計方式ではない、なかったです

ね。 

 簡易水道会計から、この平成８年及び平成18年に、

借金も引き受けているのではないかと思うんですが、

それぞれ幾らなりますか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  今、資料取り寄せてお答え

したいと思います。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  資料をいただきました。実

は、平成８年の旧久慈市における水道事業会計の統合

の際に、起債の、借金の件数と未償還額10件で１億

2,700万水道会計が引き受けたんですよ。平成８年、

及び平成18年の４月、これ旧山形村の簡水を、水道事

業会計へ統合した。それに伴って16件、起債の件数、

16件で２億3,000万の借金を水道事業会計が背負い込

んだということになります。そうすると合わせて３億

5,700万、３億6,000万弱が簡易水道からの借金を、水

道事業会計が背負ったということになりますが、それ

でよろしいですか。 

○議長（中平浩志君）  中森建設部長。 

○建設部長（中森誠君）  大変失礼いたしました。議

員おっしゃいますとおりです。平成８年１億2,700万
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ほど、それから平成18年２億3,000万ほど、これ10件

と16件ですけれども、合わせて３億5,700万ほどの簡

易水道の特別会計のほうから入っておりますけれども、

これにつきましては、一般会計のほうから補痾させて

いただいておりますので、ご理解のほどお願いします。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  一般会計からの補痾という

ことです。 

 それでは、この３億6,000万近くのうち、これまで

一般会計からの補痾総額が幾らくらいになりますか。 

○議長（中平浩志君）  中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  まだ、起債の償還、こ

れについては行っておりますので、まだ、 終的な金

額にはなっておりませんが、これはそのとき借りた起

債等の償還に充てるものは、一般会計から繰り入れる

ということになっております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  考え方とすれば、３億6,000

万弱で、現在なお１億1,000万未償還、残額があるわ

けですが、全額一般会計から補痾をされているという

理解でよろしいですか。 

○議長（中平浩志君）  中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  ただいま、約１億1,000

万ほど残っておりますが、これも全て一般会計のほう

から補痾されるということになっております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  16番小野寺勝也君。 

○16番（小野寺勝也君）  これについてはさらに調べ

て、予算委員会で再度お聞かせをいただきたいと思い

ます。 

 以上で終わります。 

○議長（中平浩志君）  一田総合政策部長。 

○総合政策部長（一田昭彦君）  先ほど、建設部長の

ほうから防災公園の整備10分の10ということでしたが、

復興担当のほうで確認しましたら、今までですと、い

わゆる社総交50％、それから震災特交で50％、100％

でしたが、28年度以降は、いわゆる地方の財源の一部

負担ということで、社総交50％、震災特交が47.5％、

97.5％ということで、平成28年度は、一般財源といた

しましても、1,751万9,000円ほどの計上をしておりま

す。 

 以上です。訂正いたしたいと思います。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）   それでは、関連質問いたし

ます。 

 第１点は水道のことですが、いわゆる簡易水道の企

業会計の算入については、従来から一般会計でもって

いくべきということを主張してきたんですが、そのと

おりやっていたということには非常にありがたいこと

で、当たり前のことですけども、一般会計の体質もあ

るけれども、しかし、企業会計という言葉で言えばそ

のとおりだろうというふうに思ってます。 

 そこで、先ほど市長答弁あったとおり、アセットマ

ネジメントを平成27年やってますよね。これを見たら、

確かに人口減少もあるし、さまざまあって、非常にこ

れ見てると管とか、さまざま施設が老朽化していくと

いう状況の中、そして、人口減少していくと、そして、

使用料も減っていくという状況の中で、施設と資産管

理と、それから将来の財政管理ということを見たとき

に、より、この時点でこれやったのはそれはそれでい

いことだと思いますが、同時にやっぱり市民に対して

は、今、言ったように値上げを考えてるんだというこ

とです。これ、やっぱり丁寧に説明していかないとだ

めだと思うんですが、アセットマネジメントのことに

ついて、どういった形で市民に説明をしていこうとし

ているのか。これは平成27年に資料としていただいて

るんですけども、まだ、これについてはあまり知られ

てないということなんですけど、どのような取り扱い

になっていくのかお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  水道事業の経営状況等

につきましては、本年の２月にも広報等に載せており

ます。また、経営が悪化して値上げしなければならな

い状況になっているということを市民の皆様にもＰＲ

をしていかなければいけないと、説明していかなけれ

ばならないというふうには思っておりまして、28年度

以降、そういったことを説明会等を開いて説明してい

きたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  確かに、広報ナンバー238で

説明してるようです。私、久慈市の場合は、いい水源

地を持ってまして、安定的に枯れることなくきている
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わけですけども、そういった意味で、市民に安全で安

定的に安くということからいえば、水源地の確保は極

めて重要だと私、思うんです。ただ、高いところを見

ると、いわゆる水源確保にいろんな形で苦労してて、

ダムから買うとか、そういった形で水利権を使うため

にお金がかかっていて、原価に反映してるっていうこ

とがいっぱいあるわけです。久慈市はなぜ30年間も廉

価でできて、上げないできたっていう中には、私はや

っぱり山根の遠島山水系から出る安定的な水、このこ

とは非常に私は重要だと思うんです。そういった意味

で、今、山の管理っていいますか、水源地の管理につ

いて、あちこちいろんな問題出てまして、中国の資産

家が山を買うとかさまざまあって、北海道は問題にな

ってますけど、やはり遠島水系といいますか、水利と

してこちらにきている山の管理といいますか、国有林

多いんだけども、ああいった水源地のことについては、

アセットマネジメントはそこで言及したいんだけども、

やっぱり安定的な水源を確保するという観点からいう

と非常に重要なことだと思うんですが、そういった点

の観点での検討、どのようにしてるのか。そこの田高

の原水もありますけど、あるいは伏流水を活用してや

ってますけど、それと同時に、やっぱり山根が一番、

久慈市水道にとって一番大事な水源地だと思うんです

けど、その点の考え方、どう考えてるのか。今後のこ

とも含めてお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  中森水道事業所長。 

○水道事業所長（中森誠君）  水源地の涵養林といい

ますか、水源の確保ということで、久慈市の場合、田

高のポンプ場と、それから滝の湧水、これがあります。

これらにつきまして、アセットマネジメントの中では、

今、まだ検討の項目に入っておりません。これらにつ

きましても、以前、一部でございますけれども、山を

買いたいということで交渉をした経緯はございますけ

れども、なかなかうまくいかなかったという経緯があ

ります。これにつきましても、今後、アセットの中で

できるかどうか、ちょっと検討してみたいと思います。 

 以上です。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  ぜひ、これは市長、今、検討

すると言いましたけども、これは後手になってはだめ

だと思うんです。やっぱり将来、確かにいろんな意味

で市民に対して負担をお願いしなきゃならない時期が

来るということが、このアセットマネジメントで出て

きてるわけです。そういった中で、やっぱり安定的な

水源地をあわせて確保するんだっていうことは極めて

やっぱり重要だと思うんです。そういった意味で、本

当に、今、先ほど買収、いつか検討した経緯があると

いうこと言いましたが、やっぱりその範囲の必要な場

所を購入することも含めて、そして、購入した森林に

ついてやっぱり間伐をして涵養林をつくっていくとい

うことがやっぱり市民に対する一つの責務であるのか

なっていう気がしますが、そういう点ではやっぱり一

歩踏み出すべきだと非常に思うんですが、お聞かせく

ださい。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  水道水の供給につきましては、

今、議員お話ございましたように、いい水源をきちん

と確保して管理していくというのが基本だと思ってお

りますので、これについても心して取り組んでまいり

ます。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 公契約条例について、もう少し待ってくれと、検討

はしますと答弁ありましたが、それは待てないわけじ

ゃないんですけども、やはり18自治体ぐらいが賃金の

制限のある、効力のある制定をしております。特に、

適用の範囲対象者規制事項は、賃金とか労働条件とか

物品購入額とか良質の行政サービス確保とか、そうい

った形で、やっぱりこれ、せっかく時間かけてますの

で、いわゆる岩手県がやっている理念的なとこをひと

つ乗り越えて、一歩踏み出すようなやっぱり制定をす

べきだというふうに思うわけです。当然、これ、市長

部局で条例をつくるっていうことも当然できますし、

議会の側でも、当然制定をして提案することも可能な

わけです。そういった意味では、議会の側でもつくっ

た上で、当局と整合性をはかってやっていくこも可能

だというふうに思いますので、そういった意味では、

やっぱりぜひ岩手県がやってる理念的な条例をぜひ超

えていただいて、一つでも二つでも具体的にやっぱり

地域の経済をよくするために役立つような状況にひと

つ踏み出してほしいんですが、その点、お聞かせくだ

さい。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 
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○市長（遠藤譲一君）  県を超えて規定してよろしい

のじゃないかというご意見でございますけども、岩手

県がなぜ理念条例にとどまっているのかといったこと

も、あるいはきちんと検証しなければいけないと思っ

ております。なおかつ、県内の他市町村の制定事例が

ないという、これも現実でございますので、やはり条

例をつくる以上は現場が混乱しないような形できちん

と対応はしなければいけないと思っておりますので、

そういう意味でもう少しお時間を頂戴したいと、検討

の時間は十分にかけていかないと、条例をつくった後

に問題が出るということでは、これは民間含めていろ

いろ支障が出てはならんというふうに思っております。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  確かに県内をみないでやると、

そういった意味ではそうなるかもしれませんが、いず

れ先進をきることも大事なんです。ただ、全国では18、

19、今、既にやってますから、さっき言った多摩市と

かいうのは、これはもう先進的にやってます。そうい

った意味では、そういう先進的な部分についても、遠

藤市長は学んで、やっぱ岩手県の中で先進をきるって

いうこと、私は大事だと思うんです。そういった、そ

こは後からつけるわけですから、前につくったのより

いいやつをつくっていくと、検討、また一つの考え方

としてその点では強く要望しておきたいというふうに

思いますので、今後、いろんな場でそういった点は意

見を申し上げていきたいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それから、東日本大震災の、あと５年間の2016年か

ら2020年までの主要事業の関係でございますが、実は、

この間、もう震災から５年たつわけです。実は先だっ

て陸前高田の、戸羽市長が、５年間やってみて、現在

の法律がいろんな意味で、復興する上で合わないって

いうのがいっぱいあったっていうふうな発言してるん

です、実は。私はやっぱりそうだと思います。だって、

1,000年に一回とか何年に一回っていうのは、災害が

起きたときに現行法では対応し切れない部分がいっぱ

いあったと思うんです。そういった点で、やっぱり市

としてもどうだったのかっていう５年間の検証の中で、

やっぱり自治体の条例の改正とか、あるいは国に対す

る法律とか、こういった点、変えてほしいなという点

について、やっぱり被災地の、今、そういった当事者

がそういう意識持ってますから、そういった連携をと

りながら、どういった点、例えば他市ではそういう合

わないっていうことを思ってるのか、あるいは、遠藤

市長もこういった点変えればよかったとか、変えてほ

しいとかっていう、思ってるのか。高台移転にもつい

て、いろいろ時間かかって、権利の移動についてもさ

まざま時間をかけて今かかってきて、今、結果として

何とかなりつつありますけども、そういった点で５年

間やってきた中で、こういった中で、今後においてそ

ういった点も、2020年から始まる復興の創生期間の中

で、やっぱり検討してみる課題ではないかなというふ

うに思うんですが、そういった点、お感じにならない

でしょうか。お感じになりましたらお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  陸前高田ないし大船渡の市長

さんがよくおっしゃってますのは、こちらとは状況、

抱えてる課題が違うという、規模も違うなというふう

に思っておりますけども、民間の土地を、要するに危

険地帯の民地を買い上げて、それを制度としては集約

をして商店街では住宅団地をつくりたいというふうに

なったときに、なかなか私権、私の権利の制約が多く

てまとめ切れないのだと、そういったところを特例法

なりで国が対応してもらわないと、買った土地が散発

でばらばらに残ってると、しかも、小さいものが。公

園をつくるにしても、商店街をつくるにしてもまとめ

なければいけないと、それが対応できないというふう

な話はよくされています。 

 久慈市はそういったところまで大きな課題はないん

ですが、この震災に限らず、もっと私権の公共的な制

約といいますか、先ほど来、ご質問出てますが、道路

の拡幅あるいは歩道の整備といったときに境界がはっ

きりしてないと、あるいは相続が複雑になって、何と

しても用地問題で進めないというふうなこともござい

ますので、こういったところは国の、日本におけるそ

もそもの私権はどこまで尊重されるべきかというふう

な、そもそもの問題を久慈市としては考えております。

震災に限ってということであれば、ちょっとそこら辺

は状況は違うんではないかなと。久慈市としてはそれ

ほどの、現在のところは支障は感じてないんですが、

ただ、用地買収というところについては、これについ

ては日々、仕事をしながら、何とかもっとご協力をい

ただければいいんですがということもありますが、筆

界未定だとやりたくてもできないと。そこは収用でや
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ればいいじゃないかといった場合にも、なかなか収用

までも、国も認めないと、県も出れないというふうな

状況があるというふうに思ってますので、やはりもう

少し調整機能というのが出てこないと、国民が困る、

市民が困る事態が現実に生じているというふうには感

じております。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  大いに、私、議員の側も当然

勉強しなきゃならないし、意見を出していく必要があ

ると思います。そういう意識を持ちながら、日々考え

ていきたいというふうに思います。 

 次に、中小企業の条例制定ですが、この問題、先ほ

ど、小野寺議員が冒頭で申し上げたとおり、第７条で、

地方公共団体は、基本原則にのっとり、小規模企業に

関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公

共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施

策を策定し、及び実施する責務を有するというふうに、

責務がうたわれております。そういった意味では、や

っぱりこれ、真正面から受けて制定をしてやっぱりい

くっていうのが大事だと思うんですが、そういう点、

やっぱりせっかく国会では全会一致で、なかなか全会

一致で成立しないんですけど、この２つの小規模二法

というのが出されまして全会一致で制定になっており

ますので、ぜひこの点についての検討することになっ

てるのか、この第７条の責務に応えることになってる

のかどうかお聞かせください。 

○議長（中平浩志君）  遠藤市長。 

○市長（遠藤譲一君）  久慈市の市政推進に当たりま

しては、やはり企業の規模としてもこれに該当する企

業がほとんどでございますので、日ごろからそれにつ

いては留意しているつもりでございます。そうはいい

ましても、やはりこういったものを制定してる市町村

がふえてるというふうな現実もございますし、これに

ついては、先ほどの公契約条例のその前に制定の方向

で作業を進めたいというふうに考えております。 

○議長（中平浩志君）  17番城内仲悦君。 

○17番（城内仲悦君）  時間もそろそろですが、いず

れ、今、市長から答弁あったように、中小企業の条例

の制定は積極的にやるということで答弁いただきまし

た。まさに、地域経済、今、疲弊してるときに、やは

り地域の経済をやっぱり発展させていく上で非常に重

要な私は条例だと思いますので、これは速やかに検討

していただいて、早期に制定していただきますことを

強く要望いたしまして、私の関連質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（中平浩志君）  再質問、関連質問を打ち切り

ます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

    散会   

○議長（中平浩志君）  以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれで散会いたします。 

    午後４時22分   散会   
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